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─────────────────────────────────────────── 

平成23年 第１回（定例）由 布 市 議 会 会 議 録（第５日） 

                             平成23年３月７日（月曜日） 

─────────────────────────────────────────── 

議事日程（第５号） 

                        平成23年３月７日 午前10時00分開議 

 日程第１ 議案第34号 平成２２年度由布市一般会計補正予算（第８号） 

 日程第２ 議案第35号 平成２２年度由布市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

 日程第３ 議案第36号 平成２２年度由布市老人保健特別会計補正予算（第２号） 

 日程第４ 議案第37号 平成２２年度由布市介護保険特別会計補正予算（第４号） 

 日程第５ 議案第38号 平成２２年度由布市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

 日程第６ 議案第39号 平成２２年度由布市簡易水道事業特別会計補正予算（第４号） 

 日程第７ 議案第40号 平成２２年度由布市農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号） 

 日程第８ 議案第41号 平成２２年度由布市水道事業会計補正予算（第３号） 

 日程第９ 議案第42号 平成２３年度由布市一般会計予算 

 日程第10 議案第43号 平成２３年度由布市国民健康保険特別会計予算 

 日程第11 議案第44号 平成２３年度由布市老人保健特別会計予算 

 日程第12 議案第45号 平成２３年度由布市介護保険特別会計予算 

 日程第13 議案第46号 平成２３年度由布市後期高齢者医療特別会計予算 

 日程第14 議案第47号 平成２３年度由布市簡易水道事業特別会計予算 

 日程第15 議案第48号 平成２３年度由布市農業集落排水事業特別会計予算 

 日程第16 議案第49号 平成２３年度由布市健康温泉館事業特別会計予算 

 日程第17 議案第50号 平成２３年度由布市公共下水道事業特別会計予算 

 日程第18 議案第51号 平成２３年度由布市水道事業会計予算 

 日程第19 議案第52号 平成２２年度由布市一般会計補正予算（第９号） 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第１ 議案第34号 平成２２年度由布市一般会計補正予算（第８号） 

 日程第２ 議案第35号 平成２２年度由布市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

 日程第３ 議案第36号 平成２２年度由布市老人保健特別会計補正予算（第２号） 

 日程第４ 議案第37号 平成２２年度由布市介護保険特別会計補正予算（第４号） 

 日程第５ 議案第38号 平成２２年度由布市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 
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 日程第６ 議案第39号 平成２２年度由布市簡易水道事業特別会計補正予算（第４号） 

 日程第７ 議案第40号 平成２２年度由布市農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号） 

 日程第８ 議案第41号 平成２２年度由布市水道事業会計補正予算（第３号） 

 日程第９ 議案第42号 平成２３年度由布市一般会計予算 

 日程第10 議案第43号 平成２３年度由布市国民健康保険特別会計予算 

 日程第11 議案第44号 平成２３年度由布市老人保健特別会計予算 

 日程第12 議案第45号 平成２３年度由布市介護保険特別会計予算 

 日程第13 議案第46号 平成２３年度由布市後期高齢者医療特別会計予算 

 日程第14 議案第47号 平成２３年度由布市簡易水道事業特別会計予算 

 日程第15 議案第48号 平成２３年度由布市農業集落排水事業特別会計予算 

 日程第16 議案第49号 平成２３年度由布市健康温泉館事業特別会計予算 

 日程第17 議案第50号 平成２３年度由布市公共下水道事業特別会計予算 

 日程第18 議案第51号 平成２３年度由布市水道事業会計予算 

 日程第19 議案第52号 平成２２年度由布市一般会計補正予算（第９号） 

────────────────────────────── 

出席議員（20名） 

１番 鷲野 弘一君        ２番 廣末 英德君 

３番 甲斐 裕一君        ４番 長谷川建策君 

５番 二ノ宮健治君        ６番 小林華弥子君 

７番 髙橋 義孝君        ８番 新井 一徳君 

９番 佐藤 郁夫君        10番 佐藤 友信君 

11番 溝口 泰章君        12番 西郡  均君 

13番 太田 正美君        14番 佐藤  正君 

15番 田中真理子君        16番 利光 直人君 

19番 工藤 安雄君        20番 生野 征平君 

21番 佐藤 人已君        22番 渕野けさ子君 

────────────────────────────── 

欠席議員（１名） 

17番 久保 博義君                  

────────────────────────────── 

欠  員（１名） 

────────────────────────────── 
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事務局出席職員職氏名 

局長 長谷川澄男君        書記 江藤 尚人君 

書記 馬見塚量治君                  

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

市長 ……………………… 首藤 奉文君   副市長 …………………… 清水 嘉彦君 

教育長 …………………… 清永 直孝君   総務部長 ………………… 野上 安一君 

総務課長 ………………… 佐藤 式男君   財政課長 ………………… 秋吉 孝治君 

総合政策課長 …………… 相馬 尊重君   人事職員課  …………… 柚野 武裕君 

防災安全課長 …………… 利光  浩君   契約管理課 ……………… 渡辺  定君 

会計管理者 ……………… 工藤 浩二君   産業建設部長 …………… 佐藤 省一君 

農政課長 ………………… 志柿 正蔵君   建設課長 ………………… 麻生 宗俊君 

都市・景観推進課長  … 工藤 敏文君   健康福祉事務所長 ……… 河野 隆義君 

福祉対策課長 …………… 衛藤 哲雄君   子育て支援課長 ………… 宮﨑 直美君 

環境商工観光部長 ……… 溝口 博則君                       

環境商工観光部参事兼産業廃棄物対策課長 …………………………………… 加藤 康男君 

環境課長 ………………… 秋吉 一郎君   商工観光課長 …………… 松本 文男君 

挾間振興局長 …………… 目野 直文君   庄内振興局長 …………… 服平 志朗君 

庄内地域振興課長 ……… 生野 博文君   湯布院振興局長 ………… 古長 雅典君 

教育次長 ………………… 島津 義信君   教育総務課長 …………… 森山 泰邦君 

学校教育課長 …………… 江藤 実子君   消防長 …………………… 平松十四生君 

────────────────────────────── 

午前10時00分開議 

○議長（渕野けさ子君）  皆さん、おはようございます。議員及び市長初め執行部各位には、本日

もよろしくお願い申し上げます。 

 ただいまの出席議員数は２０人です。久保議員より病気加療のための欠席届が出ています。 

 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

 執行部より、市長、副市長、教育長、各部長及び関係課長の出席を求めています。 

 本日の議事日程は、お手元に配付の議事日程第５号により行います。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．議案第３４号 

○議長（渕野けさ子君）  まず日程第１、議案第３４号平成２２年度由布市一般会計補正予算（第
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８号）を議題として質疑を行います。 

 質疑の通告がありますので、順次発言を許しますが、歳入全般については質疑の通告がありま

せんので、歳出の款別にその通告順に行います。 

 まず４款衛生費について、６番、小林華弥子さん。 

○議員（６番 小林華弥子君）  補正予算３６ページの衛生費の環境対策費の産廃対応技術支援業

務３３６万３,０００円、これ全額減額しておりますけれども、産廃対策のための調査などにつ

いて、その後どういう対応をされているのかというのと、あとこの業務委託料を全額減額してい

るということは、今後こういう調査業務を行う必要がないのかどうか教えてください。 

○議長（渕野けさ子君）  参事兼産業廃棄物対策課長。 

○環境商工観光部参事兼産業廃棄物対策課長（加藤 康男君）  参事兼産業廃棄物対策課長です。

６番、小林議員の御質問にお答えいたします。 

 産廃対応技術支援業務委託料の３３６万３,０００円は挾間町谷地区の産廃処理施設建設計画

に対する環境影響評価を事前に調査するための委託料として、当初予算に上げていましたが、

４月２３日の事前協議書の取り下げによりまして不用となりましたが、その後の、有事の際に備

えて今回まで減額を見送ってきたところでございます。 

 今後の対応につきましては、また必要に応じて補正等で計上をお願いしたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（渕野けさ子君）  ６番、小林華弥子さん。 

○議員（６番 小林華弥子君）  確認なんですが、これそれまだ問題が業者が建設を予定していた

ときに、環境アセスのための調査ということで、業者側が建設計画を取り下げたので調査が要ら

ないということだと思うんですが、その後、市として産廃対策として環境基本条例をつくろうだ

とか希少生物保護条例をつくろうとか水源地保護条例をつくろうとか、いろいろどんな条例をつ

くるか特別委員会でも審議していますけれども、そういうことのために必要な調査もあると思う

んですが、その調査もこれで行わないということですか。その調査はどうするんでしょうか。 

○議長（渕野けさ子君）  参事兼産業廃棄物対策課長。 

○環境商工観光部参事兼産業廃棄物対策課長（加藤 康男君）  参事兼産業廃棄物対策課長です。

６番、小林議員の御質問にお答えいたします。 

 環境基本条例等に伴う費用と言いますか、そういう経費につきましては、方向性が新年度にな

りましてはっきりした時点で補正でお願いをしたいと思っております。 

○議長（渕野けさ子君）  次に、６款農林水産業費について、３番、甲斐裕一君。 

○議員（３番 甲斐 裕一君）  ３番でございます。３８ページの６款１項５目の１９節、県営中

山間地域総合整備事業の負担金、これ負補交でございますけど、減額が大きいのですが、内容的
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なものをちょっと教えていただきたい。 

○議長（渕野けさ子君）  農政課長。 

○農政課長（志柿 正蔵君）  農政課長です。甲斐議員の御質問にお答えいたします。 

 中山間地域総合整備事業の減額でありますが、この内容につきましては、鳥獣害の被害防止、

侵入防止のための柵の工事を予定しておりましたけれども、本年が、２２年度については国、県

の対象外ということで、２３年度以降に実施をするための減額であります。 

○議長（渕野けさ子君）  次に、９款消防費について、３番、甲斐裕一君。 

○議員（３番 甲斐 裕一君）  Ｐ４３、９款の１項２目の９節、非常備消防費の費用弁償、これ

２００万円とありますが、その詳細説明をお願いしたいと思います。 

○議長（渕野けさ子君）  防災安全課長。 

○防災安全課長（利光  浩君）  防災安全課長です。３番、甲斐議員の質問に答えたいと思いま

す。 

 費用弁償は消防団の出動手当の分でございます。それで、今年度消防団が出動する風水害等が

なかったということで、その分の減額が主なものでございます。 

○議長（渕野けさ子君）  ３番、甲斐裕一君。 

○議員（３番 甲斐 裕一君）  わかりました。 

 ちょっと聞きますけど、消防団の出動、これについて今現在、普通ならば団員がみな集まるん

ですけど、その状況を少し説明していただきたいと思います。出動人員が大きいか、多いか少な

いかです。 

○議長（渕野けさ子君）  防災安全課長。 

○防災安全課長（利光  浩君）  防災安全課長です。３番、甲斐議員の質問にお答えします。 

 消防団の出動については、各種のこの訓練等では出動がかなりあります。全体的に見ると８割

から９割ぐらいが来ていると思います。 

 以上です。 

○議長（渕野けさ子君）  次に、１０款教育費について、６番、小林華弥子さん。 

○議員（６番 小林華弥子君）  ４８ページ、４７ページと４８ページにかけてですが、教育費の

小学校費の中で、西庄内小学校の隣接地の学校用地を購入するということで４１１平米購入する

という、５４５万３,０００円、これ全額一般財源かと思うんですが、これどういう用地を何の

ために購入するのか。それも３月補正でこの時期に購入予定というのはどういうことなのか教え

てください。 

○議長（渕野けさ子君）  教育総務課長。 

○教育総務課長（森山 泰邦君）  教育総務課長です。６番、小林議員にお答えいたします。 
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 この小学校費、小学校管理費の公有財産購入費、並びに補償補てん及び賠償金につきましては、

西庄内小学校の隣接地が平成２１年に所有者が死亡いたしまして、その後、空き家として放置さ

れておりました。児童の安全面からＰＴＡ、学校から改善が望まれているところでございます。 

 教育委員会といたしましては、児童の安全面からの空き家の解消、そして小学校の関係者の駐

車用地として利用できることから購入したいと考えております。 

 庄内振興局が窓口となりまして協議を進めてまいりましたが、相続関係が複雑でございまして

難航しておりました。このたび相続人との調整が整いましたことから、早期に契約をする必要が

あるということで、今回補正をお願いするところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（渕野けさ子君）  ６番、小林華弥子さん。 

○議員（６番 小林華弥子君）  事情はわかりました。ただこの３月のこの時期に来て新規の補正

で上げると、前々から交渉していたのでそういう事業予定があったということなんですが、これ

ちょっと考え方だと思うんですけども、この時期に来て交渉が固まったんであれば新年度予算で

組んでもいいんではないかなと思うんですが、そこをあえてこの３月末にぎりぎり今年度で事業

でやらなければいけないという理由は何かあるんでしょうか。 

○議長（渕野けさ子君）  教育総務課長。 

○教育総務課長（森山 泰邦君）  小林議員にお答えいたします。 

 相続権者の方の意向がございまして、なるべく早期に契約を結びたいということでございまし

て、今回この補正予算でお願いをするところでございます。 

○議長（渕野けさ子君）  次に、第３表、繰越明許費補正について質疑を行います。６番、小林華

弥子さん。 

○議員（６番 小林華弥子君）  ８ページの繰越明許費補正なんですが、土木費の繰越明許費で市

道整備計画策定事業６００万円とあと都市計画マスタープラン策定事業７６６万５,０００円の

委託費の繰り越しですが、繰り越し理由を添付書類で見させていただきましたら、その市道整備

計画については、都市マスとの整合性をとるために繰り越すということなんですが、そもそもこ

の市道整備計画を策定する目的と意図をどういうふうに組んでいたのかと。で、都市マスの策定

にどう絡めようとしている整備計画なのかということ。 

 私は市道整備計画をつくるべきだと、一般質問の中で何回も取り上げたんですけども、その抜

本的な市道整備計画というよりは、その日々の市道の維持補修の整備計画を立てたらどうかとい

う意味だったんですけど、そういうものではなくて、むしろ都市マスに書き込むべき幹線道路の

抜本的な整備計画なのかどうか。 

 であるとすれば、そもそもこういう計画２本立てで大きな計画をつくること自体に問題があっ
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たんではないかなと、そこら辺の整合性はどうとってきたのかということが１点。 

 それから都市マスの策定事業、これ私すみません、一般質問で取り上げておきながら質問時間

がなくて時間切れだったので、それに絡めてお聞きしますけれども、今の時点までにどういう策

定業務をしてきたのか、特に地域別にワークショップを開いて、だいぶ地域の方からいろんな異

論が出たというふうにお聞きしておりますけれども、どういう異論が出てきて、今後どういう策

定業務を進めていくおつもりなのかをお伺いいたします。 

○議長（渕野けさ子君）  建設課長。 

○建設課長（麻生 宗俊君）  建設課長でございます。小林華弥子議員の質問にお答えいたします。 

 繰り越し理由は都市計画のマスタープランとの整合をとるということでございます。 

 で、あと整備計画の内容でございますけど、日常的な道路という管理もある程度含まれますけ

ど、短期的な５年間程度の道路の整備計画、あと長期的な１０年程度の道路の整備計画というこ

とで、都市計画の道路との整合等ということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（渕野けさ子君）  都市・景観推進課長。 

○都市・景観推進課長（工藤 敏文君）  都市・景観推進課長でございます。小林議員の御質問に

お答えいたします。 

 平成２２年度は都市計画マスタープランの策定と大分県がつくります区域マスタープランの見

直し時期がちょうど重複をいたしました。この大分県の区域マスタープランでは、公聴会の開催

など貴重な意見もいただきました。 

 由布市の都市計画マスタープラン策定における市民ワークショップと区域マスに対する御意見

等の意見調整に多大な時間を要したことが大きな理由でございますが、区域マスにつきましては、

大分県が定める広域的な観点でマスタープラン、都市区域ごとに定めるんでございますが、特に

挾間地域で重要視され検討されたのが、一つは用途区域の編入についてでございます。 

 下市地区の用途区域の編入について多くの御議論をいただいておりますのと、もう一つは区域

マスの中の基本的理念のお話がございました。そのことについてもワークショップで多くの時間

を割きましたことによりまして、若干ワークショップの進行が遅れたというのが主な理由でござ

います。 

 以上です。 

○議長（渕野けさ子君）  ６番、小林華弥子さん。 

○議員（６番 小林華弥子君）  私もその挾間で、ワークショップでだいぶ異論がいっぱい出たと

いうのを聞いております。その具体的な中身を聞いてみるともっともなんですよね。 

 と言うのは、一般質問でもちらっと田中真理子議員も言われましたけれども、特に挾間地域の
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都市マスは合併前に相当力を入れて、地域の声を聞きながら立派な都市マスをつくっているわけ

ですよね。で、それのその後の進捗状況であるとか、その後のその市としての変更部分について

のきちんとした説明や理解が得られてないままに、例えば下水道計画を中止するですとか、その

下市の用途地域変更ですとか、そういうその前につくった計画の見直し作業がきちんとできてい

ないのに今回また市の都市マスの挾間地域版だって意見を持ってこられても、あのことはどうな

っていたのかということで議論が出てきたと。これもっともだと思うんですよね。 

 で、問いたいのは、今回のその都市マス策定業務の計画の中身が、要するに前回つくった都市

マス計画、合併前ですから、旧湯布院町と旧挾間町の計画の見直し作業をする程度の都市マスを

つくろうとしているのか。そうではなく新市になって由布市全体の、由布市全体の構想をどうい

うふうに描くかという総合的なマスタープランをつくろうとしているのか。その計画策定の姿勢

そのものがはっきりしていないということが問題だと思うんです。 

 で、各地域別の計画の見直し作業程度であればそんなに時間をかけて、２年間もかけてこの多

額の予算を使うことはないと思うんですが、本当に大きな、由布市全体の総合的な設計図を書こ

うとしているのであれば、それこそ市道整備計画みたいなものをストップさせてでもそういうも

のを描く必要があると思うんですね。 

 そういうその、今回は都市マス策定そのもののビジョンをどこに置いているのかというのが見

えないので、要するに挾間地域と湯布院地域の都市マスの見直しをちょこっとやって手直しをし

てその後の進捗状況を確認してそれを書き込むということで作業を終わらせるんであれば、今回

この補正、繰り越し補正、後で新年度予算のときにも聞きますけれども、この７６６万円のコン

サル委託の業務内容そのものをもう一遍見直すべきではないかなというふうに思います。 

 それから、市道整備計画についても、これ今年度でつけたときに事前にそういう計画の策定同

士のそれぞれの計画策定の整合性をつける話はしてなかったのかということなんですよね。都市

マスがあるから繰り越しますっていうぐらいだったら、最初から都市マスができ上がった後に整

備計画つくればよかったので、そういうことをその都市計画課と建設課の間で話し合いっていう

のはされてなかったんでしょうか。 

○議長（渕野けさ子君）  都市・景観推進課長。 

○都市・景観推進課長（工藤 敏文君）  現在、都市マスでは今年度の発注ですが、地域別構想の

１地区と全体構想のうちの都市整備の基本的目標ですが、都市区画等の将来像というようなこと

を策定目標にして委託をしております。 

 もちろん、都市マスについては全体構想と地域別構想で構成されますんで、それについてきち

んと作成するような目標を立てております。 

 それから、道路整備計画についても建設課と打ち合わせをしながら進めております。 
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○議長（渕野けさ子君）  ６番、小林華弥子さん。 

○議員（６番 小林華弥子君）  一般質問的で水かけ論になるのでちょっととどめておきますけれ

ども、具体的にじゃあこの今年度の７６６万円で委託した業務内容は、挾間地域のその地区別の

計画の見直し作業に限定した委託なんでしょうか。この中に全体構想の策定業務まで入っている

んでしょうか。 

○議長（渕野けさ子君）  都市・景観推進課長。 

○都市・景観推進課長（工藤 敏文君）  御質問にお答えします。 

 今回の策定の内容は、１つは由布市の特性と課題を浮き彫りにしたいということですね。２つ

目については全体構想ですが、全体構想のうちの将来像と将来フレームの設定を考えております。

それから、地域別構想については１地区策定ということで、景観計画との絡みがあるので、今回

は挾間地区を策定したいという委託業務の内容になっております。 

 以上です。 

○議長（渕野けさ子君）  これで、議案第３４号についての質疑を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．議案第３５号 

日程第３．議案第３６号 

日程第４．議案第３７号 

日程第５．議案第３８号 

日程第６．議案第３９号 

日程第７．議案第４０号 

日程第８．議案第４１号 

○議長（渕野けさ子君）  次に、日程第２、議案第３５号平成２２年度由布市国民健康保険特別会

計補正予算（第２号）から日程第８、議案第４１号平成２２年度由布市水道事業会計補正予算

（第３号）まで、質疑の通告がありませんので、これで質疑を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第９．議案第４２号 

○議長（渕野けさ子君）  次に、日程第９、議案第４２号平成２３年度由布市一般会計予算を議題

として質疑を行います。 

 質疑の通告がありますので、順次発言を許しますが、最初に歳入歳出全般、次に歳入の款別、

次に歳出の款別に通告順に行います。 

 まず歳入歳出全般について、１１番、溝口泰章君。 

○議員（１１番 溝口 泰章君）  通告の１点目は、総額で３.８％増ということの要因をお伺い
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したいということでございましたけれども、先だって二ノ宮議員の一般質問で説明を受けており

ます。 

 ただ、その増額予算ですけれども、より一層の増額というのが県の選挙がございますし、骨格

で県も出しているということは、まだ額的には増があるわけでございますので、３.８どころで

はないという点での今後の補正がまた必要になることと存じますので、その点少しふれていただ

きたいということと。 

 ２点目が、施政方針で市長がメリハリのある事業予算、そして無理、無駄、むらを解消する、

そういう予算だというふうにその施政方針の中でおっしゃっておるんで、そのあたりどのように

具体的にはなるのかなということを、市長の、財政じゃなくて市長のお気持ちを伺いたいと思っ

ております。 

○議長（渕野けさ子君）  市長。 

○市長（首藤 奉文君）  メリハリのあるということにつきましては、まず一番大事なことは、子

どもたちの命、生命を守るという意味からも学校教育現場の校舎の老朽化に伴う新築並びにこれ

からまだ今老朽化している耐震性のない学校がたくさんありますので、これを耐震化していく事

業、これを最優先にしたということが一つであります。 

 それから、県の事業もありますけれども、各種ワクチン等々の接種予算ですね。そういうこと

についても由布市としては優先的にこういうことを取り組んでいこうという形でありまして、ふ

くれてはおりますけれども、このふくれていることについてはそういう意図で取り組んでいるわ

けであります。 

 無理、無駄、むらを省くということにおきましては、その精神で予算編成方針でも職員に言い

ましたけれども、その査定の中で本当に事業評価を織り込みながら最大限の無理、無駄を省くと

いうことに取り組んできたわけであります。 

○議長（渕野けさ子君）  １１番、溝口泰章君。 

○議員（１１番 溝口 泰章君）  揚げ足を取るようで申しわけないですけど、無理、無駄、むら、

この３点が解消するというふうな言葉を使われるということはあるわけですよね。ですから、こ

こで今年度の施政方針でそれだけのことをおっしゃた限り、この実現をぜひともこの年度内で無

理と無駄とむら、もう一度、年度末にここが成果だというふうな形で、ぜひとも御証明いただき

たいと思いますんで、よろしくお願いします。 

○議長（渕野けさ子君）  次に、歳入について。１６款県支出金について。まず、４番、長谷川建

策君。 

○議員（４番 長谷川建策君）  ４番、長谷川です。 

 Ｐ３０、１６款５目の１節ですね。土木委託金１０９万２,０００円、河川管理委託金とあり
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ますが、詳細説明をお願いします。 

○議長（渕野けさ子君）  建設課長。 

○建設課長（麻生 宗俊君）  建設課長でございます。４番、長谷川建策議員の質問にお答えいた

します。 

 土木費県委託金の１０９万２,０００円でございますが、これは大分県管理の河川ののり面な

どの草刈りを自治区において実施していただいております。これに対する県からの委託金であり

ます。 

 事業対象といたしましては、挾間町は大分川沿線の河川公園が１カ所、湯布院につきましては

大分川水系の２６カ所が対象でございます。由布市全体では２７カ所が対象となっておりまして、

自治区で実施していただいた分につきまして、県からお金をいただきまして、市の方に一度入れ

てもらいまして、また市の方から自治区にお払いをしております。 

 で、歳出の方では８５ページの８款の３項１目の河川総務費がございます。そこに委託料とし

て支出する予算を計上しております。 

 以上でございます。 

○議長（渕野けさ子君）  ４番、長谷川建策君。 

○議員（４番 長谷川建策君）  ２２万５,０００円減額になっている意味を教えてください。 

○議長（渕野けさ子君）  建設課長。 

○建設課長（麻生 宗俊君）  それについてお答えいたします。 

 ２２年度までは河川をのり面と川の、河床と言いますけど、川の底ですね。そこも含めて一応

お願いしていたんですが、県の方から通知がございまして、川の底、河床部については２３年度

からは除外したいということで、その分が減額になっております。 

 以上です。 

○議長（渕野けさ子君）  ４番、長谷川建策君。 

○議員（４番 長谷川建策君）  わかりました。 

○議長（渕野けさ子君）  次に、１番、鷲野弘一君。 

○議員（１番 鷲野 弘一君）  Ｐ２７ページの１６款２項１目の１節、生活交通路線支援事業補

助金とは、これは一体どういうものなのかを教えてください。 

○議長（渕野けさ子君）  総合政策課長。 

○総合政策課長（相馬 尊重君）  総合政策課長です。１番、鷲野議員の御質問にお答えします。 

 この生活交通路線支援事業補助金につきましては、県の単独事業でございまして、コミュニテ

ィバスを運行する市町村、または民間路線の運行経費を負担している市町村に対して県が県の基

準に基づいて補助金を交付するものでございます。 
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 以上です。 

○議長（渕野けさ子君）  １番、鷲野弘一君。 

○議員（１番 鷲野 弘一君）  わかりました。いいです。 

○議長（渕野けさ子君）  これで歳入についての質疑を終わります。 

 次に、歳出について款別に行います。まず２款総務費について。 

 まず４番、長谷川建策君。 

○議員（４番 長谷川建策君）  ２款総務費総務管理費、これ各担当の課より詳しく説明いただき

ましたので、よろしいです。 

○議長（渕野けさ子君）  次に、１５番、田中真理子さん。 

○議員（１５番 田中真理子君）  詳しく説明していただいたということで、私はちょっと聞き漏

らしたかもしれませんが、２款１項１目４節の特定健康診査費用の１０万７,０００円ですが、

ページは３８ページです。２款１項ですね、１目４節の特定健康診査費用１０万７,０００円で

す。これ初めてだと思うんですけど、ちょっとその中身を説明していただきたいんですが。 

○議長（渕野けさ子君）  人事職員課長。 

○人事職員課長（柚野 武裕君）  人事職員課長です。１５番、田中議員にお答えいたします。 

 この特定健康診査費用というのは２０年度から実施されておるんですが、内容につきましては

メタボ検診にかかった方や予備軍に対して、生活習慣病予防のための保健事業、保健指導という

ことで実施をしております。職員関係の事業でございます。 

○議員（１５番 田中真理子君）  はい、わかりました。 

○議長（渕野けさ子君）  いいですか。 

 次に、１番、鷲野弘一君。 

○議員（１番 鷲野 弘一君）  Ｐ４２ページの総務管理費ですが、２款１項５目の１８節、機械

機具費ですけれども、さきの説明でこの種の金額約８００万円がバス購入費とありましたが、こ

れ８００万円と言われますと、今よく買ってますマイクロバス購入かと思うんですけど、現在、

イベント等がよく未来館でよく行われていますが、湯布院の方とか利用者もゆっくり利用できる

ような車種設定ができないかということで今回出しました。 

 少しでもエンジンが大きく馬力の大きい小型バスの方が耐用年数も長く燃費も逆によいのでは

ないか。 

 また、私どもが昨今熊本まで研修に利用させて、マイクロバスで利用させていただきましたけ

ども、馬力もやっぱり弱く、乗り心地も悪いと、やはり１台ぐらいやはり乗り心地がいいような

小型バスの導入を考えられないかということでこれ出しました。ちょっと詳細にどのような目的

でマイクロバス購入にしているのかちょっと聞かせてください。 
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○議長（渕野けさ子君）  契約管理課長。 

○契約管理課長（渡辺  定君）  契約管理課長でございます。１番、鷲野議員の御質問にお答え

いたします。 

 現在の計画としては昨年導入いたしました、湯布院に導入しましたバスと同等程度ということ

でございます。ただ、今御質問いただいた内容については、これから実際購入するに当たっての

一つの基準として事務協議が必要になってこようと思ってますので、参考にさせていただきたい

と思います。 

○議長（渕野けさ子君）  １番、鷲野弘一君。 

○議員（１番 鷲野 弘一君）  一応予算で８００万円ちゅうふうな組み方をしているもんですか

ら、小型バスにしても実際にして定価で１,１００万円ぐらいです。それで値引き等を検討され

ればもっと安い金額になると思いますけれども、別にグレード、中身のグレードをアップしろと

かいうふうなこと言ってません。よりやっぱり大きくて乗り心地のよいやつ。 

 今までも湯布院にもやっぱり大型を、小型ですけど、やはりゆったりしたバスもあり、庄内に

もやはり今まで使ってますやはり小型バスがありました。やはりぜひ予算の方も考えられて、や

っぱりマイクロよりも小型バスの方が年数的に長くきます。２００万円、管理課としては

２００万円安く買えばその分だけ安くしましたよということになるかもしれませんけれども、逆

にことわざで、安物買いの銭失いというやつと一緒で、やはりそこのところをやはりよく考えて

いただきたいと。 

 だから、ぜひ小型バス購入の方に切り替えていただきたいというふうに思います。 

○議長（渕野けさ子君）  回答はいいですか。契約管理課長。 

○契約管理課長（渡辺  定君）  鷲野議員の御質問にお答えいたします。 

 先ほど言いましたように、これから多分基準についていろいろ事務協議をするようになると思

います。 

 今いただいた御意見を参考に選定基準に反映させていただければと思ってます。よろしくお願

いします。 

○議長（渕野けさ子君）  １５番、田中真理子さん。 

○議員（１５番 田中真理子君）  ４３ページ、２款１項７目の１８節、一番下になりますけど、

機械機具費、パソコン１００台ということでしたが、３町平均してかえるか、その特定の課なの

か、ちょっとその辺の事情を説明をお願いいたします。 

○議長（渕野けさ子君）  総合政策課長。 

○総合政策課長（相馬 尊重君）  総合政策課長です。田中議員の御質問にお答えします。 

 今年度買いかえ予定しておりますパソコンは合併時に購入したパソコンで、その当時３２０台
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ほど購入をしておりますけども、そのうちもう６年を経過しますので１００台分を入れかえるも

のです。 

 一遍に入れかえることができませんので、まず窓口業務等市民の皆さんに証明書を発行してい

るような業務に使っているパソコンを最優先に、まず買いかえるようにしております。そのほか

については随時、平均的に各課数台ずつ入れかえるようにいたしております。 

 以上でございます。 

○議長（渕野けさ子君）  １５番、田中真理子さん。 

○議員（１５番 田中真理子君）  これは今の仕事内容とか、こういう時代になったらもう仕方の

ないことなんですけど、ただ今このパソコンが発達しますと会話自体がやはり薄れてくるような

気がしてなりませんので、メールを使っていろんな業務をすることは構わないと思うんですけど、

やはりこうきちんと伝えるべきことは課内で、会話を通して、これは希望です、これとは関係な

いと思うんですけど、今県庁からのあれもメールで来て必要なときだけ自分のところで書類を印

刷、コピーして持って行くようになっているということなんです。 

 そして、その書類を残すこと自体はきちんとできると思うんでうけど、やはりそういった会話

が少なくなるということは、やはり聞いてる聞いてないとかいろんな事業に差し支えができるか

なとも懸念されますので、その辺十分指導しながらやっていただければいいかなと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

○議長（渕野けさ子君）  これで２款を終わります。皆様にお願いします。同じ款の質問は続けて

結構ですのでお願いします。 

 次に、３款民生費について、まず１５番、田中真理子さん。 

○議員（１５番 田中真理子君）  ５５ページです。３款１項２目１９節、このおむつですけど、

申請方法とか何人ぐらい予定しているのかとか、そういった詳細をちょっと説明していただけま

せんでしょうか。 

○議長（渕野けさ子君）  福祉対策課長。 

○福祉対策課長（衛藤 哲雄君）  福祉対策課長です。１５番、田中議員にお答えいたします。 

 まずこの事業の目的でございますが、在宅で常時おむつを必要としている寝たきりの高齢者の

方を介護している家族の方に対して、紙おむつ代等の一部を助成することにより、排出介護の負

担及び経済的負担の軽減を図ることを目的としております。 

 対象者につきましては、介護保険の要介護認定で要介護４、及び５、もちろん在宅で市町村民

税非課税世帯と予定をしております。 

 居宅介護サービス受給者で要介護４、５の方につきましては、２２年４月現在で約１７０人の

方がいらっしゃいます。市町村民税非課税世帯につきましては、保険料の所得段階では、第１段
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階から第３段階までが世帯全員が非課税世帯ということになっておりまして、これからいくと認

定者の約４０％となります。ということで、１７０名の４０％で約７０名の世帯を予定をしてお

ります。 

 対象品目につきましては、紙おむつ、それから尿とりパット等を考えております。 

 助成方法につきましては償還払いの方式で、原則として月ごとに領収書を添付して申請をして

いただく方法を考えております。 

 申請期限につきましては、購入した日から１年以内というふうに考えております。 

 助成金額につきましては、高齢者のおむつ代の現状ですが、一般的に考えた場合に、１カ月に

１万円から１万２,０００円程度が試算されておりますので、その２分の１ということで、月に

５,０００円以内を上限とした内容で考えております。 

 以上でございます。 

○議長（渕野けさ子君）  １５番、田中真理子さん。 

○議員（１５番 田中真理子君）  あと一つ。１年を通じてはできるんですね。１人で月上限は

５,０００円だけど、１年間、例えば１２カ月とかは請求できるんですね、いいんですね。はい、

わかりました、いいです。 

○議長（渕野けさ子君）  次に、１１番、溝口泰章君。 

○議員（１１番 溝口 泰章君）  ５９ページ、３款２項１目２０節子ども手当の給付金でござい

ますけども、御存じのように、政府の予算関連法案不成立の見込みもありますし、これが廃止と

ともに児童手当の移行という動きも検討中でございます。また自治体にも負担をというふうな要

求まで出てくるような、本当に混乱、混沌とした状況の中でこの子ども手当給付金、窓口が市で

すので、予算がどうのこうのじゃございません。こういう動きに対して自治体市町村がもう不安

を覚えているんだというふうな報道も何度も目にいたしました。 

 ですから、県内市町村で足並みを揃えたりしてこの動きに対応する何らかの積極的動きが必要

じゃないかと思うんですけれども、そのあたり市長の施政方針ですね、何らかの動きをやる御所

存ございますか。 

○議長（渕野けさ子君）  市長。 

○市長（首藤 奉文君）  この点についてはもう市長会でも十分話をしておりますし、これ市挙げ

て、大分県の市長会を挙げて、また九州市長会挙げて取り組んでいくことにしています。 

○議長（渕野けさ子君）  １１番、溝口泰章君。 

○議員（１１番 溝口 泰章君）  もう本当既に動き始めなければいけないので、主体的に、先頭

に立って、市長よろしくお願いします。 

○議長（渕野けさ子君）  次に、７番、髙橋義孝君。 
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○議員（７番 髙橋 義孝君）  おはようございます。７番、髙橋義孝です。 

 ５４ページの社会福祉協議会補助金４,２６５万３,０００円、この補助金の策定のプロセス、

算定のプロセスを教えてください。 

○議長（渕野けさ子君）  福祉対策課長。 

○福祉対策課長（衛藤 哲雄君）  福祉対策課長です。７番、髙橋議員にお答えをいたします。 

 御質問の社会福祉協議会の補助金につきましては、合併前の旧３町の社会福祉協議会への補助

金額をそのまま引き継ぎまして、社会福祉協議会運営費補助、福祉活動専門員設置補助というこ

とで、現在まで毎年同額の補助金額となっているのが実情です。 

 ２３年度分の補助金につきましては、新年度予算編成方針におきまして当該団体の繰越金、積

立金を控除した方針が示されましたが、この補助金につきましては現状維持で計上しているのが

実情でございます。 

 以上です。 

○議長（渕野けさ子君）  ７番、髙橋義孝君。 

○議員（７番 髙橋 義孝君）  わかりました。合併からずっと４,２６５万３,０００円、変わっ

てないんですね。で、市長も施政方針の中で少子高齢化をしていくということを言われています。

で、平成２０年に５カ年計画の由布市地域福祉計画、地域福祉活動計画という５カ年計画で立て

ていますね。この推計値によると高齢化率はどんどん進んで高齢者はふえているんですね。当然

福祉事業ですから児童福祉も含まれますけれども、やはり高齢者福祉の充実というのが必要だと

思うんですね。 

 当然対象者がふえているということは、その分サービスも充実していかなければならないし、

実態に即した活動もしていかなきゃならないということがとってわかるんですけども、それをず

っと据え置いているということがどうも理解できないんですね。 

 ですから、社協と本当にそのきちんと事業の見直し等も含めて協議が行われているのかという

ことが疑義があるんです。 

 この中でも４つの目標を含めて１０６の施策を実施しなさいという行政と社協が連携してとい

うことがうたわれてます。で、毎年進行管理もしていきますよということがうたわれているんで

すね。 

 やはり、合併当初から平成２０年にこういう計画ができたんであれば、当然そこで補助金も見

直して毎年毎年実態に即した補助金をもう少し私はアップしていかなければならないという意味

を込めて言っているんですけど、その辺の見直しが毎年どのように行われているんでしょうか。 

○議長（渕野けさ子君）  福祉対策課長。 

○福祉対策課長（衛藤 哲雄君）  福祉対策課長です。お答えをいたします。 
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 この件につきましては、福祉部門、それから健康増進部門で必要に応じまして社会福祉協議会

との協議を行ってきております。今年度につきましても地域包括支援センター、それからその他

のこともありまして、４月から数回の協議を重ねてきております。そして今回の新年度予算の関

係につきましては要請書もいただいておりますが、その後、私ども、それから健康増進課、社会

福祉保健含めまして協議をしてきておりますが、市の財政事情もありますので、新年度につきま

しては今回計上しているような状況ですが、次年度に向けましてさらに社会福祉協議会という社

会福祉法人としての性格もありますので、十分協議をしていきたいというふうに考えております。 

○議長（渕野けさ子君）  ７番、髙橋義孝君。 

○議員（７番 髙橋 義孝君）  課長、ありがとうございます。 

 福祉事務所が社協と連携を十分とっていただいていることは私も認識しております。 

 そこで市長、昨年、はり、きゅう、指圧の対象年齢を５歳引き上げました。やはりサービスは

ちょっとそこで低下したんです。今回国保もちょっと負担が多くなるということで、私やっぱり

メリハリをつけて、どこかやはりここは削るけどもここは充実していきますよというふうな考え

方が必要ではないかと思うんですね。 

 今現場の声がそういったことで聞かれました。で、今回の施政方針でも市長がなるべく現場に

赴いて市民が納得できるような状況にしていきたいというふうなことも言われています。 

 で、ぜひここは社協の公的役割というところを深く認識していただいて、今年度見直しをして、

また次年度につなげていっていただきたいという思いがあるんですけれども、一言お願いします。 

○議長（渕野けさ子君）  市長。 

○市長（首藤 奉文君）  社協の重要性というのは十分認識しています。私も会長をしていました

から。そういうことで、十分話し合いをして社協運営がしっかりいっているような形をとってい

きたいと思います。 

○議長（渕野けさ子君）  次に、６番、小林華弥子さん。 

○議員（６番 小林華弥子君）  ６９ページですね。２つ通告していますが、１点目は今、田中真

理子議員の質問でよくわかりました。その前に、今回の当初予算に関して添付資料でその事務事

業評価表をあわせて配付してくださってます。これがものすごくよくわかりやすくて、非常にこ

ういう形で予算要求の内容、予算の事業の内容をやって頂いているのでわかりやすいので、これ

に沿ってちょっと質問させていただきたいと思います。 

 あともう一つつけ加えると、査定経緯も細かくその都度詳細に公表していただいたことにすご

く感謝を申し上げたいと思います。 

 今のおむつの部分なんですが、内容についてはこの事務事業評価表にも書いてありますので理

解はできました。ただ、このＰＲというか、その対象となる７０名、１７０名が対象なんでしょ
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うけども、７０名に対してどのようにこう周知していくのかと。何か市報とかホームページとか

だけではなくて、具体的にその対象となるところの人に直接お知らせをしてあげないとなかなか

知らされないと思うので、そういうところをどういうふうにするのかということを重ねてお聞き

したいのと。 

 もう一点は、その次にありますＧＰＳですね、お年寄りの見守りシステム事業についてなんで

すが、これ事務事業評価表にも新規事業としてやるに当たって、担当者御自身が今後課題となる

点をちゃんと上げてくれています。特にこの事業については対象者を限定しているものの、人権

侵害はぬぐえないというところを自ら課題として上げてらっしゃいますが、このことに対しては

どういう対応をしていこうというふうに考えていらっしゃるのでしょうか。 

○議長（渕野けさ子君）  福祉対策課長。 

○福祉対策課長（衛藤 哲雄君）  福祉対策課長です。６番、小林議員にお答えをいたします。 

 まずおむつ等の購入補助金の事業につきましてですが、この事業の周知につきましては、市報

等はもちろんですが、地域包括支援センター、それから居宅介護支援事業所を通じまして在宅等

の情報を把握しておりますので、その辺も含めながらお願いをしていきたいというふうに考えて

おります。 

 それから、見守りシステムの、人権対策ということだけでよろしかったですかね。このシステ

ムにつきましては、機器本体を利用者の要請により検索してその結果を利用者側に提供し、また

それに附随するサービスを提供するものです。これ民間の会社を利用したものになりますので、

サービスを提供する会社につきましては契約時に利用者の本人確認を行い、第三者による当該会

社のサービスの悪用を防ぐために利用者に暗証番号を附与します。 

 位置情報の検索はこの暗証番号なしでは不可能で、利用者側がこれを確実に管理することによ

り、利用者側のプライバシーは守られるということになろうかと思います。 

 また、サービスの運用に当たっては利用者の個人情報をその位置情報を含め利用者のプライバ

シーにかかる問題として厳格に管理するとされております。 

 プライバシーの保護という観点からこういうふうなことになろうかと考えております。 

○議長（渕野けさ子君）  ６番、小林華弥子さん。 

○議員（６番 小林華弥子君）  新規事業で市単費で実験的に始めるというような意味合いもある

と思うんですけれども、プライバシーと人権侵害の問題について、例えば具体的な取り決めがあ

ったり、あるいはその家族の方と契約内容みたいなことをして契約、その人権侵害に関する契約

みたいなものを取り交わすのかとか、あるいはこれ対象となるその２７万２,０００円計上して

いますけれども、対象となる家族はどういうふうに適応されるのかということを教えてもらえま

すか。その家族の希望で、希望があればこういうことをやりますよということなんでしょうか。 
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○議長（渕野けさ子君）  福祉対策課長。 

○福祉対策課長（衛藤 哲雄君）  福祉対策課長です。お答えをいたします。 

 この事業の対象者につきましては、これも要支援、要介護認定者で、おおむね６５歳以上の在

宅で徘徊の恐れのある高齢者を常時介護している家族の方とします。そして、対象者につきまし

てはそういう機器を利用して位置情報を確認できる機器をレンタルした際の初回請求分、これに

つきましてはある企業の場合が８,０００円程度になっております。その分を補助するもので、

その後発生する毎月の費用がかかりますが、その分につきましては利用者負担とするもので、人

数的には概算で３５人を見込んでおります。 

 この３５人につきましては、包括支援センターにて、地域包括支援センターですね、で推定し

ている人数を考えております。 

 以上です。 

○議長（渕野けさ子君）  ６番、小林華弥子さん。 

○議員（６番 小林華弥子君）  ちょっと心配するのは、そういう人権侵害にかかわる問題だとい

うようなことで、今後こういう事業をやっていくときに難しい問題が出てくると思うんですね。

そのときにことし始めるに当たって、例えばこれはその家族の方が希望して、申請してその自分

の家族の中にいる高齢者の方にこのＧＰＳ機能を持たせたいというその周りの家族が申請して、

周りの家族がこれを申し込んだときに、その人権侵害に当たると、もし何かこう問題が起きたと

きにどこがこう責任をとると言ったら辺ですけども、あくまでもその申請してきた家族の責任範

囲の中でそういうものが処理されるということなのか、何かそこら辺の整理はどういうふうにつ

いているのかということがちょっと心配なんですが。 

○議長（渕野けさ子君）  福祉対策課長。 

○福祉対策課長（衛藤 哲雄君）  福祉対策課長です。お答えをいたします。 

 このサービスを利用する場合には、そういうサービスを提供している会社ですね、会社とそう

いう徘徊の恐れのある高齢者を介護している家族の方の直接の契約になります。その契約の段階

でそういう個人情報を守るための内容等が契約の中でうたわれているというふうに認識をしてお

ります。 

 以上です。 

○議長（渕野けさ子君）  次に、１０番、佐藤友信君。 

○議員（１０番 佐藤 友信君）  １０番です。３款２目８節高齢者福祉費、５４ページです。記

念品４９６万円、これは喜寿、長寿のお祝いとして商工会の商品券を５,０００円分郵送してい

ると思います。お年寄りが２月に入りまして開封をしまして、初めて商品券には有効期限が１月

末日とわかり、市役所に問い合わせをしたのですが、もう使えないということでそういうふうに
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言われました。本人はとても残念がっていました。 

 そこで期限が切れた商品券は何らかの方法はないのかお伺いをいたします。 

○議長（渕野けさ子君）  福祉対策課長。 

○福祉対策課長（衛藤 哲雄君）  福祉対策課長です。１０番、佐藤議員の御質問にお答えをいた

します。 

 御質問の件ですが、議員御指摘のように、この祝い品を御本人、家族かもしれませんが、受け

取り、その後どれぐらい後かわかりませんが、御本人が入院し、退院後に長寿祝い品のことを思

い出して開封してみると商品券の有効期限が切れていたという報告を受けております。 

 この祝い品事業につきましては、７７歳、８８歳、１００歳の方にそれぞれ規定の額の商品券

を贈呈するものになっております。 

 その際には、書留で送りますが、中に有効期限の注意書きも入れたお祝いの文面を添えて郵送

しております。 

 この祝い品に商品券を採用した経緯についてでございますが、地域外への購買力、流出の施策

として地元店での購買を促し、地域商店街などの活性化を図ることも目的の一つとしております。

そのためにこの商品券につきましては有効期限を発行日から６カ月間としておりますが、前払い

式証票の規則等に関する法律及び施行例というのがありまして、使用できる期間が６カ月以内の

場合はその証票に有効期限を明記しなければならないもので、当該祝い品の商品券につきまして

は発行日から６カ月間となっております。 

 ただし、６カ月以上の商品券を発行する場合は、各方面との折衝、それから最終的には財務省

に届け出をしなければならない登録の手続きがありまして、申請から許可まで３カ月から６カ月

程度かかるというものになっているようにあります。 

 せっかくの長寿祝い品事業ですので、今回の事例を踏まえ対応できるような体制を商工会を含

め今後県と協議していきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（渕野けさ子君）  これで３款を終わります。 

 ここで暫時休憩いたします。再開は１１時１０分といたします。 

午前10時58分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前11時09分再開 

○議長（渕野けさ子君）  一般質問ではありませんので、簡潔にお願いします。 

 再開いたします。 

 次に、４款衛生費について、まず４番、長谷川建策君。 



- 315 - 

○議員（４番 長谷川建策君）  ４番、長谷川です。 

 Ｐ６９、４款１項環境対策費、県温泉協会調査費と日本温泉、国民、それから国民温泉、これ

は各担当課で詳しく説明をしていただきましたので、取り下げます。 

○議長（渕野けさ子君）  次に、１１番、溝口泰章君。 

○議員（１１番 溝口 泰章君）  ６８ページ、４款１項５目１９節ですね。浄化槽の件ですけれ

ども、挾間の公共下水道計画中止に伴って浄化槽設置の補助ということで動いておられるんです

けれども、このときに、先だって議会報告を行ったときに、不満というわけではありませんけれ

ども、説明が十分でないのでわからなかったし、補助の内容でというところに不満をお示しにな

らてた市民の方がいらっしゃるんですけども、その件で担当課がどのように周知を、この補助金

制度でしているのかをまず１点お伺いします。 

○議長（渕野けさ子君）  環境課長。 

○環境課長（秋吉 一郎君）  環境課長です。１１番、溝口議員の質問のお答えします。 

 今、質問の中で周知の方法ということですのですので、最初にここの公共下水の関係で経過を

ちょっと説明させていただきたいと思います。 

 この挾間地域の公共下水道中止に伴う代替案として、新設する集中処理浄化槽更新整備事業に

ついて、昨年５月から挾間の３団地、古野郷、喜多里、藤合水、同尻地区で、挾間全域を対象と

した説明をする人を最初として挾間未来館、この５カ所で説明会を行いました。 

 で、その後から、特に各団地から質問、要望等が出ておりまして、その件について市の方で検

討して、回答を、地元役員を通じて、地元役員に説明をしてきております。 

 で、議会でも全員協議会でも経過報告をした経緯があります。 

 先ほど議員から質問がありましたように、その後、地元から再度要望がありました。この件に

ついても市の方で検討した結果を各団地の役員さんに説明をして、一応了解を得たと考えていま

す。 

 今回、その中で古野郷団地の集中処理浄化槽の補助金として、現在１３６戸、全区画で

１５１戸あるんですけど、そのうちの積算１３６戸について、来年度予算計上をしていくという

ことです。 

○議長（渕野けさ子君）  次に、１１番、溝口泰章君。 

○議員（１１番 溝口 泰章君）  その１５１戸の中の１３６戸に対してということで、その中に

いる人たちだと思うんですけれども、ですから結論から申しますと、こういうふうに事業変更に

伴って補助を出しながら違う形での下水処理というふうなシステム転換するわけですので、そこ

に齟齬があれば住民の協力についてはだんだんとおぼつかなくなってくる。 

 ですから、ここは懇切丁寧に市民の方々に、対象の市民の方々に御理解いただくためにも丁寧
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に説明した上で、信頼を得るんだという気持ちがないと、ここで不信感を招くと後日またいろん

な形であのときああだったと、信頼が築けないままにこの公共下水道から浄化槽の方に転換して

しまえば、根っこに不信感が存在したまま今後の人間関係、市民と行政との関係が続くわけです。 

 ですから、ここをないがしろに絶対にしないようにして、ちょっとでも疑問を持たれていたら

ここで説明会するからじゃなくて、もう課長だけじゃなくって出向いてわかってくださいという

形をとらないと、これから先の由布市の動きにも大きな影響が出ると思いますので、そこは足繁

くと言いますか、丁寧にわかっていただくという姿勢をぜひとも市民の皆さんに示していただき

たいと思います。要望です。お願いします。 

○議長（渕野けさ子君）  次に、１番、鷲野弘一君。 

○議員（１番 鷲野 弘一君）  ６９ページの４款１項６目１３節の委託料の中で、地球温暖化防

止実行計画策定業務、これについてどのように由布市において活用しているか、詳細に説明をお

願いします。 

○議長（渕野けさ子君）  環境課長。 

○環境課長（秋吉 一郎君）  環境課長です。１番、鷲野議員の質問にお答えします。 

 どのようにということなんじゃないですけど、この業務委託については、温対法で定められま

して、市町村の策定義務から、平成２３年度中には何とか策定したいということで、この実行計

画の中で専門知識のあるコンサルですか、ここの技術支援を受けて策定するということで、今回

委託したとき計上させてもらっております。 

○議長（渕野けさ子君）  １番、鷲野弘一君。 

○議員（１番 鷲野 弘一君）  なんか、何もかもいつもコンサルタントの名前ばっかり言うて、

それがじゃあどのようにその活用していくのかというのが全くその何と言うか、職員ではまずで

きないのかちゅうのがいつも思うんですけども、そこのところ、何もかもなぜコンサルと委託ば

っかりの経費で、何かこれ国と何かこう癒着して国が出せばそういうふうにコンサルタント入れ

ますよちゅうような、何かいうような考えしかとれないんですけど、これどういうふうにしたい

んか、もう少しわかるように教えてください。 

○議長（渕野けさ子君）  環境課長。 

○環境課長（秋吉 一郎君）  環境課長です。１番、鷲野議員の質問にお答えします。 

 一応コンサルに委託すると言っても全部丸投げでありませんので、この地球温暖化対策の実行

計画については、職員、職員が中心となって、金曜日、昨日も説明したんですけど、一般質問の

中で説明したんですけど、一応市役所の中にプロジェクトみたいなもの、推進会議で、作業部会

ですか、そういうものをつくってそこで各課からいろんな計画案を出してもらった中で、それを

もとにこのコンサルに、業務の技術的な支援をいただいてこの実行計画をつくるというような形
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で進めていくという考えです。 

○議長（渕野けさ子君）  １番、鷲野弘一君。 

○議員（１番 鷲野 弘一君）  今の言葉の中に職員は出ていたんですけど、由布市の中にその下

に地域協議会、補助金も出している協議会がありましたね。そういうところもやはり一緒になっ

てやってもらっていると思うんですけど、私たちがよく知っているのはその協議会の方をよく知

っているもんですから、ぜひ協議会といいような動きをして、これも私も一般質問を出してます

んで、ぜひいいような結果を出していただくように、よろしくお願いします。 

○議長（渕野けさ子君）  次に、６番、小林華弥子さん。 

○議員（６番 小林華弥子君）  同じくこの地球温暖化対策実行計画の策定なんですが、１番議員

さんが言われたことにも関連するんですけども、国から策定義務が義務づけられているので策定

しなければいけないということで、コンサル丸投げじゃないと言っていますけれども、具体的に

どういう中身の計画かは一般質問のときにお聞きしましたが、コンサル委託、技術的な資料とか、

あるいは調査とかいう部分をコンサルに委託をしていく費用はわかります。だけど、基本的な由

布市のその地球温暖化に対する考え方を取りまとめるとか、それをその今１番議員さん言われた

ように、由布市として市役所内でどういうふうに活用していくのかというようなことを目的とす

るんであれば、それはやっぱり自分たちでつくるべきだと思うんですよね。 

 そういうコンサル委託の中身を十分精査する必要があると思うんですが、そのことと、だから

この具体的な委託の中に具体的な調査項目ですとか、そういうものがどういうふうに入っている

のかということと。 

 それからもう一つは根本的にこういう、策定義務は義務づけられているといいながら、こうい

う計画をつくるときに、ほかの計画の策定と整合性をどうとっているのか、ちょっと先ほどとし

ますと、指導計画もありましたけれども、言いたいのは例えば産廃ですよね。 

 先ほど質問しましたけれども、産廃の対策のために由布市は環境基本条例をつくりたいと、ち

ょっと言いかけたんですよね。だけど具体的に環境基本条例みたいな市の総合的な環境に対する

理念をまず打ちたてて、それに応じて戸別条例をつくって、戸別計画をつくっていきたいみたい

なことも言っていたんです。だけどそれが頓挫しているのか、何かその中断しているのかわから

ないんですけど、ましてや今度産廃課を廃止して環境課の中に入れるわけですよね。 

 で、先ほどの予算説明だと今後の産廃に対する調査なんかも補正で上げていきたいというよう

なことも言っているわけですよね。 

 そういう産廃に対する対応とこっちはこっちで温暖化基本計画、こっちはこっちでつくるとい

うのは整合性がとれてないんではないかと思うんですが、基本的に環境基本条例みたいな市の理

念を打ち立ててやるつもりがあるのかないのか、そういう基本的な理念をすっ飛ばしておいて、
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それぞれ地球温暖化対策をつくったりそれぞれの条例をつくるのか、そこら辺の基本的な環境に

対する姿勢というのはどうなっているんでしょうか。 

○議長（渕野けさ子君）  副市長。 

○副市長（清水 嘉彦君）  私の方からお答えいたします。 

 当然のことながら、本当に地球温暖化防止計画の上にくるものは、やっぱり由布市としての環

境基本条例というのが本来来るべきであると思ってます。 

 当然、実は産廃の問題残ったときも、結局その、例えば市民の役割とかそれから事業者の役割

とかいろんなことを含めて市としてどうやって取り組むのか、市の環境をどう考えるのかという

ことをやっぱり最初に考えていかなきゃいけないと。 

 ただ、我々やらなきゃいけないのは、もう地球温暖化防止事業計画の策定と、これも急務の課

題です。これ並行してやっていきたいというふうに今、考えております。 

○議長（渕野けさ子君）  ６番、小林華弥子さん。 

○議員（６番 小林華弥子君）  副市長自ら言われたように、まず基本的に由布市の環境本条例を

つくって由布市の環境に対する考え方をまとめるのが先であれば、それ先にすべきじゃないです

か。それが特別委員会でも審議しますけれども、つくるのかつくらないのかよくわからないよう

な状況の中で、目の前のこの具体的な計画策定費用を計上して、このことはこのことでやります

と言ったら、ますます整合つかなくなりますよ。そこら辺どういうふうに考えているんでしょう

か。 

○議長（渕野けさ子君）  副市長。 

○副市長（清水 嘉彦君）  お答えいたします。 

 地球温暖化防止の実行計画の策定というのは、これは例えば、まず隗より始めよで、市の本当

に電気の使用料はどうなっているのか、いろんなことはどうなっているのかということは、まず

我々が率先してやらなきゃいけないことであって、これはつくらなければいけません。 

 また、地球温暖化防止の地域協議会の方でも、例えば環境住宅というのはどういうものがあり

ますよとか、それからどういった補助制度がありますよとかいう勉強もやっております。こうい

ったことの資料収集、それからいろんな分野にわたる、例えばローカルエネルギーの問題で市の

中にはこんな水路がありますと、それを発電利用にするにはどうしたらいいのかというようなこ

とは、やはり並行して整理していく必要があると。そのときの全国事例の調査とかその水量から

はどのぐらいの発電が可能であるかとか、そういったことも含めて、来年度、２３年度に並行し

てやっていきたいというのが我々の気持ちです。 

○議長（渕野けさ子君）  ６番、小林華弥子さん。 

○議員（６番 小林華弥子君）  その並行すること、やるなって言っているんじゃないんですよ。
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やるなって言っているんじゃないんだけども、それぞれがばらばらになっていって、並行並行っ

て言っているけど並行にもなってないんですよ。ばらばらやっているだけとしか思えないから言

っているんで。必要だと思いますよ、地球温暖化対策。で、コンサル委託するんだったら必要な

調査を精査して、例えばその数値をはじき出すとか、利用料をはじき出すとか、実態を調査する

という部分の委託計上ならわかります。そういうデータを全部収集しておいて、今やるべきこと

は由布市の全体的な環境に対する基本的理念を打ち出すことだと。 

 その基本的な条例が打ち出せたらそういうデータを使って個別の計画をつくっていくんだとい

う、そういう道筋を立てるところが必要だと思うんです。 

 それぞれの各課がそれぞれでばらばらな計画をつくっていることを、副市長がトップだったら

トップで整合性をつける場が必要だと思うんですけど、そこら辺の調整を２３年度でやるという

ことはしていただけないでしょうか。 

○議長（渕野けさ子君）  副市長。 

○副市長（清水 嘉彦君）  ２３年度につきましては、環境課にかなり一元化するという格好にな

ります。環境課で基本条例をつくる、それから地球温暖化防止をつくる、ただこの実行計画とか

つくる上においては、これは環境課がつくるんだよという形では絶対できないと思っています。

庁舎管理の問題、それから農業の問題、建設の問題、いろんな問題が全部絡んでいきます。 

 少し幅広くとらえて、環境課を中心に全体の枠組みをつくっていきたいというふうに考えてお

ります。 

○議長（渕野けさ子君）  これで４款を終わります。 

 次に、６款農林水産業費について、まず１番、鷲野弘一君。 

○議員（１番 鷲野 弘一君）  ７４ページの６款１項３目１９節の負補交ですけど、若者定住者

資金ですか、これ１万５,０００円ですけれども、あまりに少ないようですけれども、これはど

ういう事業なのか詳細に教えてください。 

 それと一緒に合わせまして６款ですので、７８ページの６款２項１目１９節、またこれ負補交

になりますけれども、イノシシ被害防止対策事業補助金ですけれども、これは電柵事業だと思い

ますけども、ここ数年、農家からの要望と設置数、これ事業実施している数がどのぐらいの要望

に対応してできているのか、そのパーセンテージまでここ二、三年について明細に教えてくださ

い。 

○議長（渕野けさ子君）  農政課長。 

○農政課長（志柿 正蔵君）  農政課長です。１番、鷲野議員の御質問にお答えいたします。 

 まず、若者定住促進資金の御質問ですが、この制度は県知事の事業計画の適格認定を受けた者

に対して、県がＪＡ県信連に資金を預託しまして、ＪＡ県信連が融資をするという制度でありま
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す。 

 若者定住促進資金の貸し付け対象経費といたしましては、住宅資金、若者が居住する住宅の新

築、増改築や結婚資金、披露宴の資金などであります。 

 融資対象者といたしましては、農村、漁村の若者で、現に農林水産業を主とする職業とする生

産者、または将来農林漁業経営者を実質的に継承すると認められる後継者で、４０歳以下の方が

貸し付け対象であります。 

 貸付限度額は、住宅資金につきましては６００万円、結婚資金につきましては１５０万円とな

っております。 

 以上が資金の概要でありますが、今回の予算計上しておりますのは１名分ということで、前期

分７,５００円、後期７,５００円の１万５,０００円の貸付の利息分を県と市で補助するという

利子補給額であります。 

 次に、イノシシ被害防止対策事業補助金についてでございますが、これにつきましては個人の

電気柵設置に対する県及び市の補助金です。 

 補助対象金額といたしましては、１基当たり６万３,０００円です。県、市、個人が各３分の

１の２万１,０００円を負担するというものであります。 

 平成２２年度においては、県へ４０基の要望を行い、予算計上いたしました。２２年の６月に

農家からの公募、募集をいたしましたところ、申込者が４０名ほどありました。そういう中で、

県からの補助金が１６基分というよなことで、少ない中で、広報等でお知らせをする場合には抽

選等もあり得ますということを申し添えておりましたので、１６基で実施をいたしました。抽選

等を行って、厳選なる抽選等を行っていたしました。 

 ２３年度においても県へ要望を４０基しております。やはり今回のこの３年ぐらいの間でござ

いますが、非常に要望が多くなっております。ただし県の方の個人の電柵に対する補助は先ほど

言いましたようなことで十分な配分はなされておりません。こういうことについては、県に対し

てはもう市長からも要望していただいておりますし、県の我々の担当の方からも各市とも強い要

望を申し上げておりますけれども、今のような現状であります。 

 県の方も今後は検討していただくというような回答をいただいてますけれども、同額のという

ことにはまだなっておりません。 

 以上です。 

○議長（渕野けさ子君）  １番、鷲野弘一君。 

○議員（１番 鷲野 弘一君）  若者定住者促進資金ですけど、これ私の方も大変勘違いしており

まして申しわけございません。ですが、田舎で暮らしたい事業など、よそからの新規で入る方に

は至れり尽くせり事業というのがあるんですけれども、やはり今、いつも会議に出ますのは若者
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がいかに定住してくれるかちゅうことがあります。できればそういうふうな新規で就農する若者

にもやっぱりこういう事業ができるように、由布市でも一つ考えていかなければいけないと思い

ます。 

 そして、次の電柵事業ですけど、特にこれは、平成２１年度は約３２基やっぱり落ちてます。

それで、昨年度は本当１６基で要望の半分も落ちてないと。そういう中で、やはりもう県に対す

る今イノシシ被害が大変多いんですけれども、そういうのはやっぱりどうなっちょるんかとやっ

ぱりどういう事業になっちょるかというふうに思います。 

 まして、これ市の方に申し入れますと、昨年おたくがもろうたからもうことしはできませんと、

こういうふうに言われます。面積のやはり大きい農家はやはり新規で土地を借りたりします。そ

ういうときにやはりもうイノシシ対策にもやっぱり柵なんかありませんので、ぜひともやはりこ

れは県に言うて、もう少しやっぱり２１年度並みにやはり事業は落ちるように促進をしていただ

きたいと思います。 

 農政課長、ぜひこれ２１年度は本当６５％ですね。それで去年が約３９％しかこれ実施されて

ません。ぜひここのところ力を入れてよろしくお願いします。 

○議長（渕野けさ子君）  農政課長。 

○農政課長（志柿 正蔵君）  お答えいたします。 

 議員の言われるような現状であります。本当に強い要望を申し上げておるんですけれども、イ

ノシシ対策ということでは個人の電気柵だけじゃなくて、地区全体のやはりもう金網柵で防御す

るというような方向にも向いておりますし、そういうものについては国の事業を使いながら推進

をしていきたいと思っています。 

 また、個人の電気柵については強い要望をまたしたいと思います。 

○議長（渕野けさ子君）  次に、２番、廣末英德君。 

○議員（２番 廣末 英德君）  農林水産費、林業費、今１９節イノシシの防止被害、１番議員と

同じことなんですけど、ちょっとお伺いします。 

 個体数調整捕獲事業補助金、このことについてちょっとお尋ねいたします。 

○議長（渕野けさ子君）  農政課長。 

○農政課長（志柿 正蔵君）  農政課長です。２番、廣末議員の御質問にお答えいたします。 

 個体数調整捕獲事業につきましては、平成２１年度では有害鳥獣捕獲補助金ということで、イ

ノシシ、シカの捕獲に対して同じ補助が行っておりました。しかし、シカは食肉として利用でき

る部分が少ないために、捕獲に際して敬遠され、十分な捕獲ができず、生息数は増加した結果、

農林水産物への被害が増加したことから、２２年度から２５年度の３年間でありますが、被害額

及び生息頭数の半減を目指して新たにシカの捕獲に対して個体数調整捕獲補助金事業というもの



- 322 - 

ができたものであります。 

 従前の補助金は狩猟期間外が補助対象でしたが、今回より狩猟期間内においても半額ですが補

助対象となっております。 

 市といたしましても、平成２２年度につきましては１２月で予算補正を行ったところです。

２３年度についての予定ですが、狩猟期間外１頭当たり１万円の１００頭分の１００万円、狩猟

期間内、１頭当たり５,０００円の１００頭分の５０万円ということで、１５０万円の計上をし

ているところであります。県からの補助金は２分の１で７５万円ということになっております。 

○議長（渕野けさ子君）  ２番、廣末英德君。 

○議員（２番 廣末 英德君）  ありがとうございました。 

 あと質問もありましたけども、１番の鷲野議員の質問どおりでわかりましたので、これで結構

です。 

○議長（渕野けさ子君）  これで６款を終わります。 

 次に７款商工費について、まず４番、長谷川建策君。 

○議員（４番 長谷川建策君）  ４番、長谷川です。 

 ７款１項３目の福岡アンテナショップの件ですが、先般の一般質問で何人も説明いただきまし

たので、取り下げします。 

○議長（渕野けさ子君）  次に、１１番、溝口泰章君。 

○議員（１１番 溝口 泰章君）  私も一般質問でしてしまいました。回答の中でちょっとだけ教

えてください。 

 福岡に出すんですけれども、似たような形で広島カープの応援のときに、やはり広島に出かけ

て市産品の宣伝をしておりますけれども、あの形の事業というのは今後の展開の中に構想してい

るんでしょうか。 

○議長（渕野けさ子君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（松本 文男君）  商工観光課長です。溝口議員の質問にお答えします。 

 広島カープで物産販売等を行っている事業につきましては、カープ支援事業団というのがあり

まして、スポーツ観光の方でそういう観光の部類をやるようにしております。 

○議長（渕野けさ子君）  １１番、溝口泰章君。 

○議員（１１番 溝口 泰章君）  拡大の方向は。 

○議長（渕野けさ子君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（松本 文男君）  今、いろんな交流事業を行っておりますけど、その中で検討し

ながら、事業費は拡大はできませんけど、事業の拡大については検討していきたいということで

考えております。 
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○議長（渕野けさ子君）  １１番、溝口泰章君。 

○議員（１１番 溝口 泰章君）  福岡ももちろん大切ですけれども、いたるところに出かけて行

って、市産品のＰＲ、よろしくお願いいたします。要望です。 

○議長（渕野けさ子君）  次に、２番、廣末英德君。 

○議員（２番 廣末 英德君）  Ｐ８１、１９節負補交ですが、新幹線活用久大線活性化協議会負

担金、このことについてお尋ねします。 

○議長（渕野けさ子君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（松本 文男君）  商工観光課長です。廣末議員の質問にお答えします。 

 この事業、負担金につきましては、九州新幹線が３月１２日で全線開業いたします。そういう

ことを契機に、ＪＲ久大本線沿線の観光資源を生かした観光連携を行い、沿線自治体の活性化を

図ることを目的に事業を展開するための負担金でございます。 

 この協議会の発足につきましては、平成２２年の１１月４日に久留米市の方で発会式を行って

います。 

 構成団体につきましては、自治体が久留米市、それからうきは市、日田市、玖珠町、九重町、

由布市、大分市の市、町が加盟をしております。それと、そこに附随する観光協会とＪＲの久留

米鉄道事業団と大分鉄道事業団が加盟してこの協議会を設立をしております。 

 以上でございます。 

○議長（渕野けさ子君）  ２番、廣末英德君。 

○議員（２番 廣末 英德君）  私が一番心配するのは、九州の中を考えてみまして、東と西に分

けてみますと、西には高速道路がつながり、新幹線はつながり、私ども東を見てみますと、大分

県には高速道路まだつながっておりません。もちろん新幹線もございません。 

 そういう連携をとりながら、多分久大線というと久留米から大分を久大線と言うと思うんです。

今、課長の話の中にあったように、各沿線上の自治体、観光協会がつながると、ましてや皆さん

御存じのとおり、この久大線には観光客誘致のゆふいんの森号とか、そういう形で多くの方が由

布市湯布院町に観光客がまいっておりますが、その辺のメリット、デメリット。 

 実際、新幹線に乗って鹿児島まで行く、熊本で降りる、これ由布市はつながってくる、課長、

そういう何か協議会の中で話はありますか。そのための連絡協議会だと思うんですけども。課長、

活性化ということはどういう意味の、また連絡協議会だけじゃなく活性化というのはどういう形

でとらえているのか、ちょっとその辺をありましたら。 

○議長（渕野けさ子君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（松本 文男君）  先ほど言いました、ここに加盟している自治体、それから観光

協会につきましては、集客を見込むと言うのが一番大事な業務と思っておりますけど、こういう
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団体でやっていることというのは、ＪＲの九州本社の方にいろんな観光列車とか、そういうもの

を陳情等しながら各駅が活性化するような形で各駅が活性化すると同時に、各市町村が活性化す

るように協議を進めていきたいということで思っております。 

 それと、相互の連携をしながら相互のイベント等の活用もしながらやっていきたいということ

で考えております。 

○議長（渕野けさ子君）  ２番、廣末英德君。 

○議員（２番 廣末 英德君）  市長にお願いです。九州の中において、市長会、幹事会とかいう

形で市長が入られると思いますけども、強くそのように訴えてほしいと。単なる西側だけの福岡、

熊本、鹿児島だけじゃなく、こちらも大分もあるんだぞと。まして、ＪＲのほうに新幹線利用し

た方で来られた場合、半額券とか何か優遇制度をとっていただいて、大分まで来られる、湯布院

を通りながら大分まで来られるような、そういう助成と補助とか、そういう協議会の中で話がで

きないんですかね。 

 ３回目になりますので、もう１点が、私が思うには、大事な福岡にこういう融資の事業をされ

る中、その観点からも同じことが地元も応援隊を組むとか、単なる福岡、熊本、鹿児島だけのお

祝い事じゃなく、こちらからも何か行くような対策ができなかったんですか。もしそれがあれば、

市長会等でお話はどういう話があったのかお答えしてください。これで。 

○議長（渕野けさ子君）  市長。 

○市長（首藤 奉文君）  昨年の１１月４日に久留米で初めての会議を開きました。というのは、

やっぱり新幹線が鹿児島まで、新鹿児島まで行くということになって、こちらがやっぱり忘れら

れるんじゃないかと、そういう危機感がありました。それで何としても久大本線のほうに集客を

していかなくちゃいけないという危機感のもとで行ったわけでありまして、私どももＪＲ九州の

ほうには久大線の時間帯に合わせた久留米駅ですね、それと合わせるようなこともしていただき

たいし、我々としては日田からずっと大分まで、新幹線では味わえない地域の景観というものが

あります。そういうのをいかにＰＲしていくか、そしていかにこちらのほうに目を向けてもらう

かということをこれからしっかり取り組んでいこうということでありますので、一緒になって努

力していきたいと思ってます。（「お願いします」と呼ぶ者あり） 

○議長（渕野けさ子君）  次に、６番、小林華弥子さん。 

○議員（６番 小林華弥子君）  観光費について４項目、通告してましたが、１項目目のトイレ事

業については８款で聞きます。３点お伺いいたします。 

 １点は、今話題にも上がってました福岡アンテナショップの出店のための事業費３２５万円な

んですが、実は私、この週末に福岡に用事があったので駅ビルに行ってきました。屋上に行って

見てきたんですけれども、写真も幾つか撮っておりますけれども、屋台で由布院屋とかいう名前
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で店出してやってるんですよね、これ。これ新年度予算じゃないんですかね。来年度から始まる

予算で、まだ議会にかかって審議しているのに、この事業がもう進んでいて、これ料理研究会が

もうこれやってるんですけど、これどういうことなんでしょうかというのが１点。 

 それから、この３２５万円というのは、これ出店費用なのか。それぞれのお店に何か物を売っ

たりしているんですけれども、そういう利益が上がったときには、その利益はどういうふうにな

るのかというのが、まずアンテナショップについての質問です。 

 それからその下の１９節、観光交流事業負担金７０万円、これのうち事務事業評価表を見ます

と、一部が３棟の、事務事業評価表の３９ページだと思うんですけども、６５万円あてて三湯観

光交流事業、小国の杖立と武雄温泉と由布院温泉３町が、３つの温泉地域が集まってのイベント

の費用なんですが、これもうそろそろ４年目に入ると思うんですが、この事業をやってきたこと

の成果をどういうふうに見ているのか。 

 当初は、この３つの小さな温泉地が集まって、相互交流して情報交流をしていきたいというこ

とでしたが、実態は、それぞれの３温泉地でやっている観光イベントにそれぞれの地域の人がお

互いに行ったり来たりしているだけで、具体的に、例えばこういうことをした後、観光浮揚にど

うつながったのかというような見直し作業が必要ではないかと思いますが、そこら辺どう見直し

ているのかという点をお聞きしたいと思います。 

 それから３つ目、その下の高速バス湯布院空港線増便負担金２８０万円ですが、これも事務事

業評価表を見せていただきますと、１年間の試験的な実証実験だと。去年の１０月３１日から実

験を始めているので、まだその実験結果が出てないので続けるということだとは思うんですが、

成果を見ますと、目標値採算ラインの１０人を目標にしながら、この半年間で実績が５.２人で

達成率が５２％しか上がってないということに対して、あと半年の実験をどう進めていくのか。

同じような実験のやり方だけやってたら、目標達成できないと思うんですが。しかも、これ今年

度は事業予算を増額してますよね。今後半年どういうふうに実験のやり方をかえて目標達成をし

ていこうとしているのか、そこら辺の計画を教えてください。 

○議長（渕野けさ子君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（松本 文男君）  商工観光課長です。小林議員の質問にお答えします。 

 福岡アンテナショップの件でございますけど、事業を実施しているということなんですけど、

３月の３日がＪＲ博多駅の開業日でございます。それに一応合わせるという形で今開業しており

ますけど、この一カ月、３月３１日までは試行期間ととらえて今やっております。実際の事業に

つきましては、平成２３年４月１日から２４年の３月３１日までの期間ということで実施をした

いということで考えております。 

 ここに、やり方につきましては、由布院の料理研究会のほうに事業委託をして実施をしており
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ます。ここで湯布院の魅力等、由布市の魅力等を伝えながら、要するに観光客の増を図っていき

たいということで考えております。 

 それから、それともう一つ、先般の溝口議員の一般質問のときに、私が場所を博多駅の屋上な

んですけど、通りと広場の名前をちょっと間違えておりましたので、「つばめの杜ひろば・天空

の参道」というところになってます。場所は変わらないんですけど、ちょっと言い方が間違って

おりましたので訂正をお願いしたいと思います。 

 それから、観光交流事業負担金の件でございますけど、三湯交流事業につきましては、これま

での成果と今後の実施・継続の必要性はということで、「九州三湯物語」による観光交流につき

ましては、佐賀県の武雄温泉、それから小国町の杖立温泉、それから由布市の由布院温泉の３地

域で事業展開をするものでございます。今事業展開しておりますけど、その温泉に限らず、それ

ぞれの武雄市、それから小国町、由布市ということで交流も図っております。 

 各地域の観光交流とイベントなどの共同ＰＲ、それから３地域タイアップイベントの開催、そ

れから旅行商品の造成を行い、あわせて３地域の民間関係者・行政との交流を通して、まちづく

り、地域づくり、人づくりを行う事業でございます。 

 議員が言われましたように平成２０年から３カ年を実施してきたところでございますけど、各

地域のイベント交流や共通イベント、今福岡市役所で実施をしております三湯温泉祭については、

定着してきた事業であるということで思っております。それから各地域への集客も図られている

ということで思っております。 

 今後につきましては、九州新幹線の全線開業に伴い、「健康」それから「歩く」をテーマに

３地域を巡るイベント等を企画しながら、継続は力なりではありませんけど、このまま継続して

事業を実施したいということで考えております。 

 それからもう１点、高速バス空港線負担金のことでございますけど、実証実験としてこれまで

の成果を今後どのように生かすかということでございますけど、昨年の羽田空港の増量拡大に伴

い、スカイネットアジア航空の参入を大分のほうにいただきました。東京大分間が３往復の６便

の参入があり、大分空港、由布院間の高速リムジンバスの３往復増の９往復の運行が昨年の

１０月３１日から本年の１０月３０日までの２カ年にまたがりますけど、１年間事業として実証

を行っているところでございます。 

 １１月から１月末の実績で見ますと、乗車人員が７,５５７人、それから運行回数が１,５１０回、

１便平均当たりが、先ほど言われましたけど約５人となっております。今まで事業、こういう実

証実験やってることで、パンフレットや市報で市民への周知や県や空港で県内外への周知を図っ

ているところでございます。 

 今後は１便乗車人員７名から１０名を目指して、さらにＰＲ等をしながら努力していきたいと
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いうことで考えております。 

 以上でございます。 

○議長（渕野けさ子君）  ６番、小林華弥子さん。 

○議員（６番 小林華弥子君）  せっかくこの事務事業評価表を添付して、事業の中身については

詳しく載せてくださってますので、回答とダブるところは省略してくださって結構だと思います。 

 アンテナショップのなんですけど、３月３日にＪＲの福岡駅が開業するから、それにあわせて

試行期間だというのは、それは言いわけでね、じゃあこれ議会にかかって予算が否決されたらど

うするのかという話ですよ。行ってみましたけど、これ試行期間で、じゃあもうこれみんないろ

んな市町村だとかいろんな関係者がいっぱいこれ店出して割り当てられて、店出しているんです

よね。これやってみたけど、やっぱりよくないと思うから、来月から由布市──由布市じゃない

ですね、これ「由布院屋」とかいう名前ですけど、これだけ撤退しますみたいなことできないと

思うんですよ。もうやることありきで前提で始まっている話ですよね。それを新規事業でこうや

って上げてくること、私ちょっとこれひどいんじゃないかと思います。 

 それともう一つ、じゃあどうしてこういうことをやってるのかというと、ＪＲ九州が事前から

３月末にこういうことをやりたいから、由布市さん、どうですかという話があって、それを半年

前なり３カ月前なりからずっと打診して、由布市と一緒に協議してきた事業じゃないからですよ。

だったらわかりますけど、何か急に言われてぽんと店が空いたところに「由布院」という名前の

店を出してくれれば客寄せできるからというぐらいの安易なものを感じました。行ってみて、ア

ンテナショップとそのＰＲという言葉から程遠い、要するに祭りの屋台みたいなもんなんですよ

ね。すごくちゃちな、１坪もないような店のところに、本当に一日二日のイベントで特産物をぱ

っと並べて売るだけぐらいのものならいいんですけど、こういうものを１年間かけてやるような、

しかも市が丸ごと出店費出してやるような店ではないと思うんですが、そこら辺が、全然この話

の上がってき方がおかしいと思うんですよね。 

 しかも、この一般質問の中では、地産地消のブランドを推進をして、ブランドの特産品つくっ

たら、福岡で一斉にアンテナショップとして売り出したいという、そういう崇高な目的があるん

であれば、ブランド化して製品ができてからそういうことを考えればいいんじゃないでしょうか。

行ってみたけれども、今まだブランド化できる商品が何もないので、とりあえず由布院にある

「由布院」って名前のついてるものをかき集めてちょっと売ってますというぐらいのことしかや

ってないわけですよ。 

 こういう安易なことを由布市の観光宣伝事業だってやってるその姿勢そのものがおかしいと思

うんですが、この事業出店の話はいつから出てきていたのかということと、あとそれをどうして

由布市が出店費を全部見なきゃいけないのかと。料理研究会がやるんだったら、料理研究会が自
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分たちで採算取れるような事業をすればいいと思うんですが、先ほど質問に、お答えになかった

んですけど、これ上がってきた利益はどういうふうにするのかということをもう一遍教えてくだ

さい。 

 それから、三湯の観光事業──ごめんなさい、３回しかないのでまとめて聞きます。三湯の観

光事業も集客につながってると私は思いませんし、実際参加してみますと、行ったり来たりして

いるのは三湯の関係している観光協会や市町村職員がお互いのイベントを行ったり来たりしてい

るだけなんですよね。こういう実験事業やるのはいいんですけど、もう３年たった、大体事業と

いうのは３年ぐらいをめどに成果を出して、継続するなら継続するなりの次への指標を立ててい

くということが必要だと思うんですね。 

 やってみたけれども、そんなに、例えば、じゃあ集客につながってるって言うけれども、杖立

温泉や武雄温泉から具体的にどのくらい集客がふえたのかとか、あるいは三湯をつなぐ宿泊パッ

クみたいな新しい企画が生まれたのかとか、そういうことを実証実験としてやっていくならいい

んですけど、そういう数値も全然とってなくて、ただただお互いにイベントの間を行ったり来た

りしているだけのことを続けるのは意味がないと思うんですよね。大切な税金をつぎ込むんであ

れば、そういうことをしっかりと検証して、今後の事業のあり方を見直していただきたいと思う

んですが、そこら辺、今までどおりのイベント、お互いのイベントのやりとりだけをやっていく

のかどうかということも、どこが企画しているのか教えてください。 

○議長（渕野けさ子君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（松本 文男君）  商工観光課長です。１点目の売り上げの上がったときというこ

となんですけど、事業には今事業試算を行っておりますけど、１,１００万円程度事業予算が掛

かるようになっております。これが商品の仕入れとか人件費とか合わせまして、それだけ掛かる

ということでしております。由布市が委託をしようとしているのは、そこの店の出店料と、それ

からその中に掛かる経費等を見て、３２５万円ということで委託事業として組んでおります。 

 それから三湯の事業でございますけど、実際の数字的なものはつかんではおりませんけど、今

までやった中で福岡で事業をして由布院に来たとかいうことは、集客があったということはお聞

きをしております。今この事務につきましては、武雄市の観光課のほうが事務局となって実施を

しております。相互に事務局で行き来をしながら協議を行っておりますけれども、先ほど言いま

したように、テーマがいつも問題になってくるんですけど、健康とか歩くことをテーマに商品の

造成をしたいということで、今後はそういうことでそういう集客のほうにつなげていきたいとい

うことで協議をしているところでございます。 

 以上です。 

○議長（渕野けさ子君）  ６番、小林華弥子さん。 
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○議員（６番 小林華弥子君）  もう最後ですから。あといろいろ言いたいことありますけど、委

員会審議に任せたいと思いますが、そのアンテナショップの出店については、これちょっと慎重

に委員会のほうで審議をしていただきたいと思います。本当に由布市がこのブランド化した特産

物のいいものをつくって、しっかりと福岡のお客さんたちにＰＲするというのはとても重要なこ

とだと思うんです。それを安易なやり方でね、こういうことやってますから、ＰＲしてます、Ｐ

Ｒしてますみたいな、こういう安易なことに観光予算をつぎ込むのは、私は返って由布市の観光

にマイナスだと思っていますので、そこら辺もう一遍事業を精査し直していただきたいというふ

うに思います。 

 それからその三湯のことについても、今課長言われましたけど、今までと同じことをやるんで

はなくて、例えば具体的にその健康をテーマにした観光の商品みたいなものをちゃんと研究する

とか、あるいは当初、三湯でそれぞれの入湯税の使途についての研究会もしようなんて話もあっ

たと思うんで、そういうことを具体的に見直してきちんと成果が上がっていくことをぜひ考え直

していただきたいと。 

 委員会に託しますけど、仮に４月からのこの予算が凍結されたりした場合は、この料理研究会

はどうするんでしょうか、撤退するんでしょうか。 

○議長（渕野けさ子君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（松本 文男君）  そういうことは考えておりませんけど、一応事業を４月から実

施をしたいということで思っております。それで中身につきましては、今後まだ十分に検討して

いきたいということで思ってます。由布市の情報をそこで発信しながらやっていきたいというこ

とで思っております。 

 それから三湯につきましても、今言われたようなことを踏まえながら、また検討していきたい

ということで思ってます。 

 以上です。 

○議長（渕野けさ子君）  これで７款を終わります。 

 ここで皆様にお諮りしますが、あと８款、９款、１０款と、７名の方が質問出されております

が、このまま行かない、行ったほうがいい。（「午後」と呼ぶ者あり）午後でいいですか。（発

言する者あり）ちょっと多数決で諮りましょうか。終了時間わかりませんが。いいですか、昼か

らで。 

 では、ここで暫時休憩いたします。再開は１３時といたします。 

午後０時00分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後１時00分再開 
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○議長（渕野けさ子君）  再開いたします。 

 次に、８款土木費について、まず３番、甲斐裕一君。 

○議員（３番 甲斐 裕一君）  ページ数がＰ８５、８の２の２の１９負補交でございますけど、

これ内容的なものはないんですけども、工事負担金の内訳といいますか、内容はどうなってるの

か。 

○議長（渕野けさ子君）  建設課長。 

○建設課長（麻生 宗俊君）  建設課長です。説明をいたします。３番、甲斐議員の質問にお答え

いたします。 

 ８款２項２目１９節の工事負担金３,４００万円でございますが、庄内町の櫟木で実施してお

ります市道小野屋櫟木線の改良事業に伴うものでございます。久大本線の櫟木踏切を新設いたし

まして、新設と旧踏切の撤去ということで、ＪＲのほうに工事の委託を市からいたします。その

ための工事負担金でございます。 

 以上です。 

○議長（渕野けさ子君）  次に、１番、鷲野弘一君。 

○議員（１番 鷲野 弘一君）  Ｐ８３ページの８款１項１目１９節の負補交で、国道２１０号線

改修促進協議会負担金というのがございますが、これはどういうふうなものなのか、また「会」

ということになってますと、協議会の会長と、またうちの由布市からはだれがどういうふうな役

職で出ているのか、ちょっとそこのところを教えてください。 

○議長（渕野けさ子君）  建設課長。 

○建設課長（麻生 宗俊君）  建設課長です。１番、鷲野弘一議員の質問にお答えいたします。 

 ２１０号の改修促進協議会でございますが、由布市と大分市でこれは構成をしております。役

員につきましては、両市の市長、議長、建設部局の常任委員長、担当部長となっております。大

分市長が会長でございます。由布市長が副会長。 

 活動の内容でございますが、毎年１０月ごろ役員会を行っております。１月には九州地方整備

局に２１０号の整備要望を行っております。ことしは１月２０日に整備局の副局長、道路部長に

対しまして、現在実施中の湯布院町川西の２１０号の視距改良、挾間町下市の歩道拡幅の早期完

成を要望しております。また管内全区間の４車線化への早期整備を要望いたしました。活動はこ

ういうことでございます。 

○議長（渕野けさ子君）  １番、鷲野弘一君。 

○議員（１番 鷲野 弘一君）  これもさきの一般質問で私が早期２１０号線の改修工事というこ

とで申しておりますが、その中と一緒でありまして、もう大分市はほぼ終わってるんじゃないか

と思うんです。まだ工事はしてますけど、もう計画は大体できております。これからはもう由布
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市管内の２１０号線に入らな悪いと思いますので、そろそろこういう会の会長をうちの市長にか

わってもらえるように、働きかけをやっぱこういうことはしなきゃいけんと思いますので、ぜひ

市長、そこんところはやる気があるのかどうか、ひとつ聞かせてください。 

○議長（渕野けさ子君）  市長。 

○市長（首藤 奉文君）  要望活動ちゅうのは大きい都市の市長がなったほうがいいと思います。

大分市もまだバリューのとこら辺かな、市境まではまだ４車線進んでおりませんから、それをま

ず両市で強力に進めていって、その次が由布市になると思いますから、そのときに考えたい。 

○議長（渕野けさ子君）  １番、鷲野弘一君。 

○議員（１番 鷲野 弘一君）  前回も申しましたけど、まず由布市にとっては２０７県道、医大

バイパス、ここ前も総務部長申しましたが、別に自分ところの前に車がおっても気をつけていき

ゃいいというこの前発言もらいましたが、ぜひともやっぱりこういう道路の改修工事は早くしな

きゃいけないと。そのために、やはり由布市がおくれるようなことではなくて、そういう部分的

に急ぐところも開通のためにもやっぱ市長、ひとつは、やはり大分市はこのままいけば、計画は

もう進んでおりますから、ぜひ市長は来年からでもやっぱ会長になって、少しでも由布市にとっ

てくれるようにひとつお力をよろしくお願いします。 

 以上で終わり。 

○議長（渕野けさ子君）  次に６番、小林華弥子さん。 

○議員（６番 小林華弥子君）  ８款の中で３点お聞きいたします。 

 まず８６ページ、都市計画総務費の委託料、都市計画マスタープラン策定業務です。２２年度

の補正でもちょっと聞きましたけれども、２２年度の繰り越しで７６０万円繰り越しをして、さ

らにこの２３年度予算で１,３００万円つけているんですね。要するに２,０００万円コンサル委

託して計画つくろうっていう話ですけれども、先ほども言いましたけれども、もう地区別計画の

見直し作業だけにとどめるんであれば、繰り越し分だけでその作業を終わらせて、２,０００万

円もかけて丸ごとあのコンサルに委託するような、総合的な計画づくりになってないと思います

ので、この部分の計画の中身ですね、１,３００万円、２２年度の分と合わせて２,０００万円の

計画というのはどういうことを考えているのかということです。 

 それから２点目は、その下の都市景観対策費の国庫支出金、これ歳入のほうで聞けばよかった

んですが、１３５万８,０００円が、国庫補助金の町並みデザイン推進事業補助金というのが充

てられていますが、このまちづくりデザイン推進事業補助金というのはどういう補助金で対象事

業なのか否か、御制約があるのかどうか教えてください。 

 あともう１点ですが、８７ページの公園費の中の委託料で設計費が上がっています。これここ

だとちょっとわかりづらいんですけど、事務事業評価表の７ページに出ている分だと思いますが、
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公共トイレの整備事業の委託費として載っています。まずこの事務事業評価表に土木費が７款っ

て出てますけど、これ多分記載ミスで、観光費じゃなくて土木費でされるというようなことです

けれども、中央児童公園のトイレを改修するための設計を行うというふうに書いてありますが、

由布市地域に公衆トイレが足りないので、観光課にも連携して公衆トイレをふやしてほしいとい

うような要望が随分まえから上がっておりまして、私も前回の一般質問で取り上げました。 

 ただ、つけてくださるのはありがたいんですが、中央児童公園のトイレの改修することでいい

のかどうか。あそこの場所のトイレを増強してほしいのではなくて、別の地域、別の場所に欲し

いというニーズの方が高いんではないかと思うんですね。ましてや、今亀の井バスの駐車場のと

ころに業者がトイレを設置するというような答えも出ているそうなので、あそこの中央児童公園

のところのトイレを設置するよりも、もうちょっと別の場所につくってほしいというニーズがあ

ると思うので、その事業内容を、このどうして中央児童公園のトイレ改修にしてしまったのか、

ほかのところにつくるというふうな計画にはできないのかどうか教えてください。 

○議長（渕野けさ子君）  都市・景観推進課長。 

○都市・景観推進課長（工藤 敏文君）  小林議員の御質問にお答えをいたします。 

 まず都市計画マスタープランの件ですが、平成２３年度につきましては、全体構想の一部、そ

れから取りまとめ、それと２地域の地域別構想、それから実現化方策について発注を行う計画に

しております。  

 それから増額ということなんですが、実は都市計画マスタープランと同時に、ＧＩＳ測量です

かね、図面、数値化しまして、重ね合わせの技術で字図と地形図とを重ね合わせた場面で挾間地

域の都市計画総括図に一部ずれがございました。それを都市計画マスタープランに合わせて修正

変更業務を行うということで、都市マスについては８４０万円、それからずれに伴う変更業務は

４６６万２,０００円ということで、１,３００万円を計上させていただいております。 

 次に、まちなみデザイン推進事業補助金ということなんですが、まちなみデザイン推進事業は、

国土交通省の社会資本整備交付金に基づく事業でございます。交付の目的から申します。交付の

目的は、良好なまちなみの形成を目的として、対象となる地域で活動する商業者や自治組織、地

権者等による協議会活動について助成します。 

 この補助金の対象者を申し上げます。対象となる区域で活動する商業者や自治組織、地権者等

が組織する協議会組織が対象者となります。対象事業につきましては、協議会によるまちづくり

の活動事業などとなっております。補助率は、現在３分の１で、３分の２を市が補助しておりま

す。 

 それからトイレ、公共トイレ整備事業についてですが、今現在湯布院中央児童公園の公共トイ

レ整備事業は、公園の休養施設や管理施設などのリニューアル整備とあわせたトイレの基本計画
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として１５７万５,０００円を計上させていただいておりますが、トイレ整備などの具体的内容

については、まだ定まってはおりません。 

 以上です。 

○議長（渕野けさ子君）  ６番、小林華弥子さん。 

○議員（６番 小林華弥子君）  観光課長のほうに観光トイレ、観光客向けの公共トイレをつくっ

ていきたいということの意向があったと思うんですけど、そのことになっているんでしょうか、

この児童公園改修トイレというのは。 

○議長（渕野けさ子君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（松本 文男君）  中央児童公園と設計につきましては、そういうことで上げさせ

ていただいております。今までの経緯につきましては、観光協会等から陳情がございまして、一

応トイレについて協議をしております。その中で駅前から金鱗湖まで５つのトイレがございます

けど、新たにトイレをつくるには、土地の問題とか、それから周辺の方々の同意も必要になって

くるんじゃないかということで、協議の中ではそういうことになっております。 

 商工観光課として考えたことにつきましては、先ほど言われましたように、亀の井バスとのや

りとりで公衆トイレをつくっていただきたいということで要望してきました。そのときには、市

と共同して公衆トイレができないかという協議もしたんですけど、亀の井バスのほうはもう自前

のトイレだけをつくろうということで、公衆トイレという形でつくるようにしております。 

 今、由布院駅から金鱗湖まで言いましたように５つのトイレがございまして、中央児童公園が

ちょうど真ん中辺に当たるんかなということで思っております。トイレ不足の解消ということで、

実際のトイレがどうなのかということも協議をしております。容量が非常に小さいということも

ございまして、そういうことでトイレの改修等も必要になってくるんじゃないかということで思

っております。容量が小さいということは、集中してトイレを使用すると、水洗処理ができなか

ったり、トイレの便器が少なかったりするために、使用人員に制限があるということで、そうい

うことで思っております。 

 そういうことで、トイレ不足の解消ということで、中央児童公園のトイレを整備することが望

ましいということで、商工観光課のほうとしては考えております。今までの経緯の中で市単独で

事業するのもなかなか困難なところがございまして、県の補助金とかそういうものも模索しなが

らやってきたんですけど、県はトイレだけの改修では補助金は出ないということで回答をいただ

いておりますので、そういうことで概算設計をして、補助対象になるように、公園等を含めて設

計をして、補助金対応になるような形で協議をしたいということで今回上程をしております。 

 以上でございます。 

○議長（渕野けさ子君）  ６番、小林華弥子さん。 
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○議員（６番 小林華弥子君）  ３回目なので２つあわせて聞きます。 

 都市マスですね、半分は字図の整合性ということなので、純粋に都市マスのコンサル委託が

８４０万円ということは、２２年度とことしあわせて１,６００万円ですよね、１,６００万円の

計画になってるかというのは、私、ちょっと大変疑問なので、ここでちょっともう一度見直して、

もう今までの旧計画の見直しだけにとどめるんだったらとどめるで、こんなに予算をかけずに実

効性のある計画づくりに直すべきだと思うので、そこはちょっと事業委託の内容をもう一遍精査

していただきたいというふうに思います。 

 それからトイレのほうなんですけれども、これぜひ質問とお願いとあわせてなんですが、地元

の人と一緒に中央児童公園の改修でいいのかどうかをちょっと丁寧に話す場をつくっていただき

たいんですね。 

 というのは、地元、もちろん観光協会もそうですけれども、地元の人たちの一番の要望は、児

童公園から岳本公園までの間にトイレがないことなんですよ。湯の坪街道の真ん中あたりにトイ

レがないので、あそこでものすごく観光客の人が店の裏側でトイレをしたりだとか、子どものお

むつを捨てたりだとかいう苦情がいっぱい上がってきたんですね。せっかく予算つけてくださる

のはありがたいんですけれども、児童公園の改修では地元の意向が反映されないのではないかと。

温湯公民館のトイレの開放みたいなことも地元と一緒に協議する価値もあると思いますので、こ

れ設計かかるのに、児童公園のトイレ改修というふうに決めずに、もう一遍どこの場所がいいの

か、ここのトイレでいいのかということを設計入る前に検討する場をつくっていただくというよ

うなことはできないでしょうか。 

○議長（渕野けさ子君）  都市・景観推進課長。 

○都市・景観推進課長（工藤 敏文君）  マスタープランの策定の内容なんですが、御指摘もござ

いましたんで、内容を十分精査して、新年度の発注に努めたいと思います。 

○議長（渕野けさ子君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（松本 文男君）  一応今考えているのは、公園の全体整備の計画をつくりまして、

これが補助事業に乗るような形で協議をしていきたいということで、児童公園ということでして

おります。 

 今もう一つ申し上げますと、トイレが実際足りないということは思っておりますけど、ああい

う通りを散策していただくというか、駅前から金鱗湖まで散策したり、金鱗湖から駅前まで散策

したり、湯の坪から金鱗湖、それから駅前に散策するということで、そういうことで散策するこ

とによってトイレを探し当てれば、経済効果にもなるんではないかということで観光課では思っ

ておりますので、そういう点から児童公園ということで公園設計の事業費を提案しております。 

 以上です。 
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○議長（渕野けさ子君）  これで８款を終わります。 

 次に、９款消防費について、まず１番、鷲野弘一君。 

○議員（１番 鷲野 弘一君）  Ｐ９０ページの９款１項１目１９節負補交ですけども、自動車学

校入校費補助金ですけれども、これ現在免許を持っていない隊員か何かがおって、その方に免許

を取らせるんですか。また現在免許を持ってないような隊員が消防におるんか、その辺をちょっ

と聞かせてください。 

○議長（渕野けさ子君）  消防長。 

○消防長（平松十四生君）  消防長です。鷲野議員の質問にお答えします。 

 現在、大型免許を持っている職員は、６１名のうち３３名です。今後団塊世代の退職により、

５年以内に半分以上の職員が退職するという事態になった場合に、消防や救急の業務に大変支障

を来すおそれが生じるということで、今現在５年以内に入っている若い職員が２２名、結局今の

６０名のうちの３０名以上がもう若い職員になっております。 

 そういたしますと、結局将来的に計画を立てて、大型免許を取得できるような体制をやっぱ整

えていかんと、火災とか救急で大変不便を生じるおそれがあります。特に若い職員については、

大型免許を取得するには３０万円以上のお金が掛かると。大変な出費になるおそれがございます

ので、その消防業務に不可欠でございますので、１名につき５万円で１年間に４名の補助をする

ということで一応今回の予算に計上しております。 

 以上です。 

○議長（渕野けさ子君）  １番、鷲野弘一君。 

○議員（１番 鷲野 弘一君）  これは大型免許やったんですね。普通免許やなかったんですね。

（「大型です」と呼ぶ者あり）いや、免許って書いちょうから、こういうときはやっぱ大型免許

っち書かんと意味がわかりませんので、次から大型免許って書いてください。見るとやっぱ普通

免許を持ってない職員がおろうかと思ってですね、そういうのを心配して言ったわけです。いい

です、わかりました。ありがとうございました。 

○議長（渕野けさ子君）  次に、２番、廣末英德君。 

○議員（２番 廣末 英德君）  ９款、９１ページ、災害対策費、負補交、くじゅう山系火山防災

会議負担金、これは私、一般質問で取り上げましたので簡単で結構です。聞きたいのは、市長答

弁の中に「この参加地域は」ということで、九重、竹田、由布、県と、そして警察というお話が

ありました。その中に一番即応能力のある消防とか自衛隊とか、そういう話を聞けなかったもん

ですから、ちょっと担当課長、その辺説明を。 

○議長（渕野けさ子君）  防災安全課長。 

○防災安全課長（利光  浩君）  防災安全課長です。２番、廣末議員の質問にお答えします。 



- 336 - 

 この九重山の火山防災会議の構成は、由布市と九重町、竹田市で行っています。その中の委員

の中には、各振興局、西部振興局、北部振興局、中部振興局、それと玖珠警察署、竹田警察署、

大分南警察署長、それと消防署では日田玖珠広域消防署、竹田市消防署長、由布市の消防署長が

入っており、あとは土木事務所が３地域の土木事務所が入ってます。それ以外にオブザーバーと

して、九州大学の先生方もこの会議に参加していただいております。 

 以上です。 

○議長（渕野けさ子君）  ２番、廣末英德君。 

○議員（２番 廣末 英德君）  私が質問した自衛隊は入ってないんですか。（「入ってません」

と呼ぶ者あり）何で。はい、どうぞ。 

○議長（渕野けさ子君）  防災安全課長。 

○防災安全課長（利光  浩君）  お答えします。 

 一応この委員の中には自衛隊は入っておりません。 

○議長（渕野けさ子君）  ２番、廣末英德君。 

○議員（２番 廣末 英德君）  即応能力のある自衛隊が、いざ何だってときには市長の進言で県

知事の許可があれば自衛隊に出動要請でき、出動していただくと。そういうときになってるとき

に、一番最後に、普賢岳のこともそうだったですね、最後には自衛隊があると思うんですけども、

そういう観点からいつも連絡調整しながら、こういう会議に出席していただくのは私は当たり前

だと思ったんですけども、最後の質問になりますけども、市長、その点いかがですかね。 

○議長（渕野けさ子君）  市長。 

○市長（首藤 奉文君）  これまで自衛隊が入ってない経緯はよく私自身わかっておりませんけれ

ども、そういうことについては、今度もう少し皆さんと１回話し合いをして、必要であればぜひ

入っていただきたいと思っています。（「ぜひお願いします」と呼ぶ者あり） 

○議長（渕野けさ子君）  これで９款を終わります。 

 次に、１０款については、項順に行います。まず２項小学校費について、１１番、溝口泰章君。 

○議員（１１番 溝口 泰章君）  ９４ページ、１０款２項１目７節ですか、学力向上事業として

の部分ですけれども、４点、この臨時職の５名の教員は課外授業なのか、行う授業がですね。い

わゆる放課後に時間をつくって行うのかということ。 

 そして、この授業の達成度をテストで検証するとなれば、何度、年間に何度ぐらい検証をやる

のかということですね。 

 ３点目が、その対象になる児童をどのように選ぶのか、その基準です。 

 ４点目が、国語と算数について授業を行うとありますけれども、この２教科だけなのかを教え

ていただきたいと思います。 
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○議長（渕野けさ子君）  学校教育課長。 

○学校教育課長（江藤 実子君）  学校教育課長です。１１番、溝口議員にお答えいたします。 

 臨時職員の賃金に伴う学力向上事業についてですが、配置されている臨時講師は課外授業では

なく、主にＴＴ授業に配置し、個々の児童の学力向上について支援を行っております。 

 学力向上達成度のテストによる検証についてですが、由布市全体で取り組むテストとしては、

３年生以上を対象にして年度内に１回ずつ、全国、県、由布市で学力テストを行っております。

そのほか、学校ごとにテストを実施し検証を行っております。 

 対象児童は、先ほど述べましたように小学校３年生以上の全児童です。 

 科目については、本年度は算数、国語の２教科で実施しましたが、来年度は理科が追加される

ことになっております。 

 以上です。 

○議長（渕野けさ子君）  １１番、溝口泰章君。 

○議員（１１番 溝口 泰章君）  それでは、チームティーティグで授業の中に入っていくという

ことなんですけれども、その際に教員の数が複数ですから起き得ることは、２人が一緒でなくて、

１人の先生が主としてやっていて、それを補佐するわからなそうな子どものところに今回の臨時

職の方々が入っていって行うような形になると思うんですけども、その際の全校に、大きな学校

しか行っておりませんですね、５校ですから。由布川、挾間、東庄内、西庄内、由布院小学校と

いうことですので、かなり５名の先生では配置にばらつきといいますか──の発生するおそれが

あるので、その辺は学校の中でどんなふうに配置計画を練って、実際に配置してやっているのか

を具体的にちょっと教えてください。 

○議長（渕野けさ子君）  学校教育課長。 

○学校教育課長（江藤 実子君）  学校教育課長です。お答えいたします。 

 先ほど溝口議員もおっしゃいましたように、主に大きな学校に、市費の臨時講師を配置してお

りますが、ＴＴ事業に関しましては、小規模校では授業を担任でない先生、それから市費の他の

この事業じゃない別の事業で配置している臨時講師等も使用いたしまして、小規模校でもＴＴ事

業は実施しております。 

○議員（１１番 溝口 泰章君）  配置に関してはどう練ってる、計画。配置、配置のこと言うて。 

○学校教育課長（江藤 実子君）  配置は、先ほど言いましたように、本年度２２年度は大きい学

校で配置して、その人が全部算数と国語等の授業について、学力がちょっと授業についていけな

い子どもさん等について、授業の中に入って行っております。この先生を中心に行っております

が、学校全体の職員で取り組んでおりますので、この人だけがＴＴ授業を行っているというわけ

ではございません。 



- 338 - 

○議長（渕野けさ子君）  １１番、溝口泰章君。 

○議員（１１番 溝口 泰章君）  何かちょっと私のイメージ、この事業から受けるイメージとち

ょっとずれがあったので、ちょっとこれからの学力向上に関しての動きが果たして実現というん

ですか、いい効果を生むのかなという疑義も今発生したところです。何となれば、この評価表に

も一番下になりますけど、４０ページ、ごらんになっていただくと、最後のほうに第二次評価で、

総務部長、財政課、総合政策課、行財政改革推進課の評価時に、総務部長評価として記載すると

いう項目があって、その内容は何かというと、目的の妥当性はどうか、有効性はどうか、効率性

はどうか、公平性はどうかという評価があるんですが、部長が評価しているところによりますと、

目的の妥当性は適切であって見直しの余地があり、有効性は適切であって見直しの余地もあると、

効率性は適切であると。公平性は適切であるが、見直しの余地ありと。要するにチェックが、

２つのところに１つでチェックが全部なされるはずなんですけれども、両方ついちゃったんです。

両方つくってことは、是か否かということになると、是であり否であるというのが３つついてる

んですよね。目的の妥当性は是であり否であるんです。有効性も是であり否であるんです。効率

性は是です、適切なんです。公平性も是であり否である。ということは、総務部長評価によれば、

わけわからんということなんです。（笑声）わからんから両方ついたんです。こういう評価を受

けている事業になれば、これはもうこの次の段階では、その反省に基づいて、新たな指針、方針

が出てこなきゃおかしいと思うんですけれども、その辺は総務部長にも教育次長にもお伺いした

いんですけれども、ちょっとおかしいですよね、ここだけなんですよ、こんなチェックが入って

るの。もう１個あるけどね。 

 もう１個おかしいのは、５３ページの農山漁村活性化プロジェクト支援事業で、塚原の排水路

です、５３ページ。これは評価のところで有効性だけに是でもあり否でもあるというふうな判定、

この２カ所だけなんです。それがこういう事務事業評価表をもらって、本当これは私、熟読させ

ていただきましたし、まだ熟読し足りない部分もあるぐらいすばらしい資料をいただいておりま

す。この資料自体の評価はものすごく僕は高く評価したい。もちろんこの由布市予算の概要もす

ばらしいものをいただいて、逐次細目にわたるまで説明を受けなくてもわかるようにしてくれて

る。すばらしいことが起きた、これは感謝して、またこれをぜひ継続していただきたい。でも重

箱のすみっこをほじくるようで申しわけない。こういう評価が出てくる、第二次までに出てくる

ような事業であれば、これは早急にもう内部で調整が済んでるはずなんです。でもずっと聞いて

るとない。そのあたりをちょっと検討願いたいし、内容をちょっと説明してください。 

○議長（渕野けさ子君）  まず教育長。 

○教育長（清永 直孝君）  私から、補足説明をします。 

 学力向上に伴う５名の臨時講師の派遣の活用なんですが、課長が説明したようにＴＴで入る場
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合と、１学級の児童数が多い学級について、特に算数などはなかなか行き届かないので、少人数

学級に分けて、特に高学年なんかは取り組んでいるのが多いです。少人数、１クラスを２つに分

けて、そして習熟度をやってるケースもありますし、行き届いた学力向上に向けて頑張ってると、

有効活用しているというところです。それとＴＴで入ってる場合があります。 

○議長（渕野けさ子君）  総務部長。 

○総務部長（野上 安一君）  お答えします。 

 私どもの評価の中では、この事業そのものについては適切ではありますと、事業そのものは適

切であるけど、予算執行等について見直しも必要であるんではないかというふうな意見を持って

いるつもりでございます。 

○議長（渕野けさ子君）  次に、４項幼稚園費について、１５番、田中真理子さん。 

○議員（１５番 田中真理子君）  ９９ページを見てください。幼稚園費、幼稚園総務費、幼稚園

職員手当等ですね。そこの管理職手当ですけれども、今回初めてこれ上がってきたと思います。

今挾間も園長制になりましたし、このほか園長をしてるところがどこかあるのかと、まあこの管

理職手当は園長に出す手当だと思うんですけども、そういったところ、ちょっと説明をお願いい

たします。 

○議長（渕野けさ子君）  教育総務課長。 

○教育総務課長（森山 泰邦君）  教育総務課長です。１５番、田中議員にお答えいたします。 

 現在、園長制を敷いて、専任の園長を置いている園は２園でございまして、１園が挾間幼稚園、

それからもう１園が由布院幼稚園でございます。由布院幼稚園については嘱託の専任園長という

状態でございます。 

 それからこの管理職手当３２万５,０００円の内容についてでございますが、これは平成

２２年度の配置に基づき、当初予算で予算計上いたしております。現在、１園分、１名の園長分

の予算計上でございます。 

 以上でございます。 

○議長（渕野けさ子君）  １５番、田中真理子さん。 

○議員（１５番 田中真理子君）  そうしますと、今在職中の挾間幼稚園の園長に対しては、どう

いうほうなことになってるんですか。今の挾間幼稚園の園長は管理職ではないということですか。 

○議長（渕野けさ子君）  教育総務課長。 

○教育総務課長（森山 泰邦君）  田中議員にお答えいたします。 

 挾間幼稚園の園長は専任園長で、管理職となっております。 

○議長（渕野けさ子君）  １５番、田中真理子さん。 

○議員（１５番 田中真理子君）  出てたんですかね。ちょっとその辺あれですけど。４学級でき
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たら園長を置けると、小学校の校長が園長を兼ねなくても、園長を置けるようになってると思う

んですけれど、そういったことをちゃんとうたっている条例とかあるんですかね。 

 もうちょっといいですか。もう１個、じゃあ続けてもうその幼稚園費、１個聞きます。これも

大したことないんですけど。２目の次の１００ページに図書購入費が５万５,０００円幼稚園で

上がっております。それまで３５万９,０００円とか３２万近所上がってたんですけど、一挙に

少なくなってるんですけど、要望がないから少なくなったのかなと思うんですけど。一緒に聞い

て悪いんですけど、その辺をよろしくお願いいたします。 

○議長（渕野けさ子君）  教育総務課長。 

○教育総務課長（森山 泰邦君）  ４学級以上の園を専任園長とするというのは教育委員会の方針

としてそういうふうに考えておりますが、特に条例等での規定はございません。 

 以上でございます。 

○議長（渕野けさ子君）  学校教育課長。 

○学校教育課長（江藤 実子君）  学校教育課長です。田中議員にお答えします。 

 幼稚園の図書購入費の減額についてですが、１２月議会で追加補正しました住民生活に光を注

ぐ交付金に、学校図書館活用推進事業の中に、幼稚園分として５５万円計上しております。

２３年度予算としては、その分で２３年度分もあらかじめ購入してもらうようにし、新刊書分の

購入分として、５万５,０００円計上しております。 

○議長（渕野けさ子君）  これで１０款を終わります。 

 以上で、議案第４２号についての質疑を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第１０．議案第４３号 

日程第１１．議案第４４号 

日程第１２．議案第４５号 

日程第１３．議案第４６号 

日程第１４．議案第４７号 

日程第１５．議案第４８号 

日程第１６．議案第４９号 

日程第１７．議案第５０号 

日程第１８．議案第５１号 

○議長（渕野けさ子君）  次に、日程第１０、議案第４３号平成２３年度由布市国民健康保険特別

会計予算から、日程第１８、議案第５１号平成２３年度由布市水道事業会計予算まで、質疑の通

告がありませんので、これで質疑を終わります。 
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────────────・────・──────────── 

日程第１９．議案第５２号 

○議長（渕野けさ子君）  次に、日程第１９、議案第５２号平成２２年度由布市一般会計補正予算

（第９号）を議題として、質疑を行います。 

 質疑はありませんか。４番、長谷川建策君。 

○議員（４番 長谷川建策君）  ４番、長谷川です。報道等で談合ちゅうことで繰り越しになった

んと思うんですが、大体着工の時期と完成の時期、それから今度新たな入札業者はどういう基準

で市が決めるのか教えてください。 

 それから前の大分の７業者は、もう一切入れないわけですか。そこのところもお願いします。 

○議長（渕野けさ子君）  建設課長。 

○建設課長（麻生 宗俊君）  着工時期と完成時期、新たに発注する前ですかね。４月以降の発注

となります。完成について、６月末程度と考えております。 

○議長（渕野けさ子君）  副市長。 

○副市長（清水 嘉彦君）  今後の入札の予定について、指名の関係のほうを御説明いたします。 

 私どもの談合防止マニュアルにのっとって、一応疑いがあるということで、現在さきの入札で

指名した業者については指名から外して、新たにＡ級の施工能力のある業者を選びたいというふ

うに考えております。 

○議長（渕野けさ子君）  ４番、長谷川建策君。 

○議員（４番 長谷川建策君）  Ａ級、ちょっと由布市の業者はなかなか入れんのですかね。道路

舗装っちゅうややこしいと思うんですが、区切ってでも何か由布市の業者にですね、特に由布院

の駅前ですので、由布院の駅前を大分市の業者あたりがしよると、市民もやっぱ町民も、何で由

布市の業者がせんのかというような疑問もあると思いますのでで、できれば仕事を区切ってでも

由布市の業者に仕事をお願いしたいと思います。 

○議長（渕野けさ子君）  副市長。 

○副市長（清水 嘉彦君）  最終的な指名については、指名委員会で再度協議したいと思いますが、

今回あそこでＡ級の業者を指名したというのは、由布市にはＡ級ございません、Ｂ級になってお

ります。由布市の中にある舗装の業者はですね。従来、県の基準でいきますと、もっと低い金額

になってるんですが、なるべく地域の雇用機会の、受注機会の増ということで、例えば農道の舗

装とかそういったところでは極力市内業者を入れるように今指名を組んでいるところです。ただ

今回の指名場所は由布院駅の前であること、それから舗装の内容が通常の上から舗装をかぶせる

だけではなくて、現在ある舗装を切削して、一端その舗装の上っ面だけを全部取ってしまって、

その上に排水性のある舗装を施工するということ。それから周辺から出てくる道路との交通の迂
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回とかのいろんな関係で、複数の業者を入れることはある意味では事故につながるんではないか

というおそれもあることから、前回の指名委員会ではそういった施工実績のある会社をなるべく

選ぼうと選んだ経緯がございます。これについては、再度指名委員会を開きますので、その中で

十分協議してまいりたいと考えております。 

○議長（渕野けさ子君）  ４番、長谷川建策君。 

○議員（４番 長谷川建策君）  前の指名業者はもう入れないわけですね。前の。辞退してですね。

はい、わかりました、ありがとうございました。 

○議長（渕野けさ子君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渕野けさ子君）  これで質疑を終わります。 

 それでは、諮問第１号、議案第１号から議案第５２号までの計５３件の案件については、会議

規則第３７条第１項の規定により、お手元に配付の議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委

員会に付託いたします。各委員会での慎重審査をお願いいたします。 

────────────・────・──────────── 

○議長（渕野けさ子君）  これで本日の日程はすべて終了いたしました。 

 次回の本会議は、３月１０日午前１０時から、補正予算に係る委員長報告、討論、採決を行い

ます。 

 本日はこれにて散会します。大変に御苦労さまでした。 

午後１時41分散会 

────────────────────────────── 

 


